
2018年度 保存版

トッパングループ社員、パート・アルバイト、退職者ならびにご家族の皆さまへ

Aさんの同居の子供（中学生）が、自転車走行中に高齢者（自営業者）と接触、
相手が転倒して、大腿骨を骨折させてしまいました。

オプション補償「個人賠償責任」は、示談交渉サービスが付いているので、相手方との交渉を、安心して任せられます。

入院だけでなく入院中に受けた手術は、傷害入院保険金日額の１０倍が支払われます。
またリハビリのための通院も補償されて、安心して治療に専念することができます。

事
故
発
生

相手と直接示談交渉で
精神的につらい日々を
過ごす。

トッパンQQ隊 ケガ補償
に「個人賠償」をセット
して加入していたことを
思い出す。

その後、交渉の
すべてを保険会社に
任せ、精神的にも
楽になった。

相手に支払う費用と
弁護士費用を
保険金ですべて
カバーできた。

<Bさんの場合>
Ｂさんは急いで階段を降りようとしたところ、転倒し右足靭帯を損傷、１０日間入院し、
入院中に手術を受け、退院後１０日間通院をした。

傷
害
入
院

入院中に
手術を受けることに
なった。

その後退院し、
リハビリのため、
通院した。

入院費用だけでなく、
手術費用も保険金で
カバーできた。

通院費用も
保険金で
カバーできた。

・後遺障害： 8,400,000円
・弁護士費用： 500,000円
・慰謝料： 2,900,000円
・休業損害： 3,200,000円
・治療費： 2,500,000円

スタンダードプランＰ２に加入
（入院１０日、退院後通院１０日）の場合例

オプション補償
「個人賠償責任」に加入の場合例

合計お支払額 17,500,000円

※なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合等は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し
引いて保険金をお支払いすることがあります。ご注意ください。

※日本国内において発生した事故に限ります。

ここがポイント！ここがポイント！
入院と通院の補償はもちろん、
入院中の手術も補償されます。

ここがポイント！ここがポイント！
今、増えている 
自転車事故。 

ご自分のケガはもちろん、 
他人にケガを負わせたり、 
相手の車を傷つけるなど 
賠償請求された場合も

補償されます。

ケース2

<Aさんの場合>

ケース1

お支払例

A18-100862　使用期限2019年11月1日

傷害入院保険金　6,000円×10日間＝  60,000円
傷害手術保険金　6,000円× 10倍 ＝  60,000円
傷害通院保険金　4,000円×10日間＝  40,000円

合計お支払額 160,000円

申込締切日

［ 取扱代理店 ］ 

暮らしをやさしく守る！

トッパングループ保険の
ご案内

ー＜トッパングループQQ隊＞ー

株式会社トッパン保険サービス
〒110－0016 東京都台東区台東1丁目5番1号（東館5F）
ＴＥＬ：03-3835-6741　ＦＡＸ：03-3834-3289
フリーダイヤル：0120-106-099

2018年9月27日（木）
①社員：2019年1月給与より毎月給与控除
②パート・アルバイト、退職者：2019年1月より毎月23日本人口座から引き落とし

ケガの保険・病気の保険 所得補償保険
2018年11月1日　午後4時～2019年11月1日　午後4時（1年間）

天災補償特約付精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険
2018年11月1日　午前0時～2019年10月31日　午後12時の1年間

各総務部（退職者は取扱代理店株式会社トッパン保険サービスへ）

凸版印刷株式会社

保険料控除

加入申込票提出先

保険期間

保険契約者

最大割引

36%

トッパン保険サービス 検索



団体所得補償保険

自動車保険
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医療保険
EVER

新CURE

がん保険

ペット保険

区　分

ケガ・病気のとき 身の回りのリスク 病気とケガによる
就業障害・就業不能

退職後
の継続
加入死亡・

後遺障害

● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

● ● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

放射線
治療

三大疾病
診断

先進医療
費用

携行品
損害

個人賠償
責任 長期の

就業障害
 建物・
家財入院 手術 通院

ガン診断

ホール
インワン・
アロバ
トロス
費用

自動車 ペット 就業不能

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険（
M
S
&
A
D
型
）

個人型（病気） P5～6

個人賠償責任

三大疾病診断

ガン診断

先進医療費用

ホールインワン・
アルバトロス費用

オ
プ
シ
ョ
ン
補
償

P5～6

携行品損害 P5～6

P5～6

P5～6

P5～6

P5～6

P9～10

オ
プ
シ
ョ
ン

補
償 個人賠償責任

ホールインワン・
アルバトロス費用

P3～4

携行品損害 P3～4

P3～4

家族型（ケガ）

個人型（ケガ）

P4

P3

P11

P12

P13

P14

P15

P14～15 ●
ガンの場合

●
ガンの場合

ニーズに合わせてご案内致します。
お気軽にご相談ください。

オプション補償
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体
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合
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活
補
償
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）

天災補償特約付精神障害補償特約付
団体長期障害所得補償保険

－

ダックスの
ヘルニア手術20万円、
軽傷のケガでも
1～2万円の治療費
がかかります

Pick up!!

特に住宅ローンを
お支払いの方に
ご加入を

おすすめします

Pick up!!

補償の早見表
ご加入にあたって必要な補償がひと目でわかります。
プランの検討の参考にしてください。

自転車事故への備えは万全ですか？
〈個人賠償責任〉

インターネット契約取扱商品

お申込はこちら  http://www.toppan-ins.co.jp/

●短期間の旅行におすすめ
●当日出発前のお申込みが可能
●保険料割引例　約46％OFF※1

　リピーターの方はさらに保険料を5％割引※2

　※1 ハワイ7日間個人セットプラン(タイプＡ)の書面申込
の三井住友海上「海外旅行保険」との比較です。

（2017年10月1日以降始期契約の場合）
　※2  一定の要件を満たされた方が対象です。

賠償判決： 約９,５２０万円

たとえば…
（神戸地方裁判所 平成25（2013）年7月4日判決） 

●事故の相手に対する賠償責任を
　最大3億円まで補償します！
●保険会社による示談交渉サービス付きなので安心！
●自転車事故の他、交通事故によるご自身のケガも補償！
●インターネットによる簡単な手続き！
　保険料のお支払いは便利なクレジットカード払い！

〈GK ケガの保険（パーソナル総合傷害保険）〉

〈特定手続用海外旅行保険〉

●プレー前日のお申込みが可能
●補償内容・保険料は3パターンから選択
　（１週間プランもご用意）
●継続手続もインターネットで可能

●以下の車種の自賠責保険が対象
　原付(125cc以下)
　二輪（125cc超～250cc以下）
●保険期間は1年～5年のパターンから選択
●お申込可能期間は始期日の１か月前～７日前まで

〈ゴルファー保険〉

ここ数年、交通事故件数に占める自転車事故件数の割合は、
2割程度と高い水準で推移、自転車事故による負傷者は、
約2割が60才以上、約4割が24才以下です。

（出典：警察庁「平成27年における交通事故の発生状況」）

小学５年男子児童が、自転車に乗って坂道を時速２０～
３０キロで下った際、散歩途中の女性に激突。女性は頭
の骨を折るなどして、意識が戻らない状態となった。

補償の一覧表
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ライトプラン
P１

プレミアムプラン
P3

スタンダードプラン
P2

3,000円

2,000円

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

傷害死亡・後遺障害
保険金額

傷害入院保険金日額

傷害通院保険金日額

傷害手術保険金

車にはねられ、
懸命の治療もむなしく
死亡してしまった。

200万円 400万円 800万円

基本補償［天災危険補償付］

オプション補償【個人型・家族型共通】

1日につき

1日につき

6,000円

4,000円

1日につき

1日につき

12,000円

8,000円

1日につき

1日につき

携行品損害保険金額

ホールインワン・
アルバトロス費用
保険金

30万円（免責金額3,000円）

50万円

30万円

個人賠償責任保険金（※） 3億円 PB

K1

G1

G2被保険者本人型

140円

230円

380円

80円

1,460円730円 2,920円月払保険料（年令にかかわらず）

（※）個人賠償責任危険補償特約の被保険者の範囲は、１つの特約でご家族が補償されます。従って家族内で複数の方がご加入になる場合、重複して
ご加入にならないようご注意ください。被保険者の範囲の詳細は、P23をご参照ください。

（注1）個人型、家族型に併せてご加入の場合は、被保険者１名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内（15才未満の場合は15,000円以内）、傷害
通院保険金日額10,000円以内でご加入ください。

（注2）保険料は前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
（注3）上記は職種級別Ａ（事務系会社員、販売員等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ

ください。

月払保険料

団体総合生活補償保険（標準型）

個人型
［ケガの補償］

ケ  ガ オプション

 36%
割引！！

 36%
割引！！

例

道路を歩行中、
車にはねられ
1か月入院した。

例

満員電車から降りる際、
転倒し全治2週間のケガを
負い通院した。

例

スキーで大腿骨を骨折し、
手術が必要になった。例

外出先で手荷物を盗まれ、
買い替えた。例

自転車に搭乗中、通行人にケガを
させてしまい損害賠償請求を受けた。例

ホールインワンを達成し、
そのお祝い費用が発生した。例

2

1

3

※基本タイプにセットしてご加入いただけます。オプション単独でのご加入はできません。

ライトプラン
F１

プレミアムプラン
F3

スタンダードプラン
F2

3,000円

2,000円

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

傷害死亡・後遺障害
保険金額（本人）

傷害入院保険金日額

傷害通院保険金日額

傷害手術保険金

車にはねられ、
懸命の治療もむなしく
死亡してしまった。

200万円 400万円 800万円

オプション補償【個人型・家族型共通】

1日につき

1日につき

6,000円

4,000円

1日につき

1日につき

12,000円

8,000円

1日につき

1日につき

携行品損害保険金額

ホールインワン・
アルバトロス費用
保険金

30万円（免責金額3,000円）

50万円

30万円

個人賠償責任
保険金（※1） 3億円 FB

K2

FG1

FG2被保険者本人型

220円

230円

380円

80円

5,230円2,620円 10,440円月払保険料（年令にかかわらず）

（※1）個人賠償責任危険補償特約の被保険者の範囲は、１つの特約でご家族が補償されます。従って家族内で複数の方がご加入になる場合、重複して
ご加入にならないようご注意ください。被保険者の範囲の詳細は、P23をご参照ください。

（※2）補償の対象者は記名被保険者本人のみとなります。
（注1）個人型、家族型に併せてご加入の場合は、被保険者１名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内（15才未満の場合は15,000円以内）、傷害

通院保険金日額10,000円以内でご加入ください。
（注2）保険料は前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
（注3）上記は職種級別Ａ（事務系会社員、販売員等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ

ください。家族型の場合、記名被保険者本人の職種級別とします。

月払保険料

例

傷害死亡・後遺障害
保険金額（家族） 100万円 200万円 400万円

道路を歩行中、
車にはねられ
1か月入院した。

例

満員電車から降りる際、
転倒し全治2週間のケガを
負い通院した。

例

スキーで大腿骨を骨折し、
手術が必要になった。例

外出先で手荷物を盗まれ、
買い替えた。例

自転車に搭乗中、通行人にケガを
させてしまい損害賠償請求を受けた。例

ホールインワンを達成し、
そのお祝い費用が発生した。例

2

1

3

※基本タイプにセットしてご加入いただけます。オプション単独でのご加入はできません。

引受保険会社：三井住友海上（幹事）　 引受保険会社：三井住友海上（幹事）　

団体総合生活補償保険（標準型）

家族型
［ケガの補償］

ケ  ガ オプション

基本補償［天災危険補償付］

（※2）

○○総合病院

加入限度口数  1口 加入限度口数  1口

加入限度口数  1口

加入限度口数  1口
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団体総合生活補償保険（MS&AD型）

個人型
［病気の補償］

病  気 オプション

（※1）複数口ご加入の場合の保険料は、トッパン保険サービスまでお問い合わせください。

PS1 PS2

疾病入院保険金日額 5,000円

入院中に受けた手術の場合：疾病入院保険金日額の20倍
それ以外の手術の場合：疾病入院保険金日額の5倍  

2,500円

［15才未満の方の加入限度口数は上記にかかわらず2口まで。］

1日につき

1日につき

基本補償 加入限度口数（※1） PS1：3口　PS2：3口

 20%
割引！！

引受保険会社：三井住友海上（幹事）　

肺炎になり３週間入院をした。例

疾病通院保険金日額 胃潰瘍の手術後退院し、
その後2か月通院をした。例

疾病手術保険金 急性胃腸炎がひどくなり
手術をした。例

放射線治療保険金 病気で放射線治療を受けた。例 疾病入院保険金日額の10倍

（注１）過去5年間に入院し、自己負担を支払った人をベースに集計。
（注2）高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
（注3）治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費（見舞いに来る家

族の交通費も含む）や衣類、日用品費などを含む。
＜生命保険文化センター「生活保障に関する調査」／平成28年度＞

直近の入院時の自己負担費用「1日あたりの自己負担費用」

平均
19,800円

5,000円未満
12.5%
5,000～

7,000円未満
8.3%

7,000～
10,000円未満

13.7%

40,000円以上
12.0%
30,000～

40,000円未満
6.9%

20,000～
30,000円未満

14.1%
15,000～

20,000円未満
7.9%

10,000～
15,000円未満

24.5%

約6.5割が10,000円以上

データでみる 病 気 と 治 療 費Pick up!!

単位（％）

約315万円※

たとえば、
ガン治療に効果が見込まれる重粒子線治療の自己負担は…

その他にも、先進医療には様々な高度な医療があります。

など
※平成30年1月11日厚生労働省　「第61回先進医療会議」資料の
　「平成29年度先進医療技術の実績報告」をもとに引受保険会社にて
　算出しています。

重粒子線治療

陽子線治療 骨髄細胞移植による血管新生療法
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生
労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限
ります。）をいいます。先進医療の種類および実施医療機関について
は厚生労働省のホームページでご確認ください。

先進医療とは

P6上参照

PS1・PS2ご加入の方のみのオプションです。

（※2）個人賠償責任危険補償特約の被保険者の範囲は、１つの特約でご家族が補償されます。従って家族内で複数の方がご加入になる場合、重複して
ご加入にならないようご注意ください。被保険者の範囲の詳細は、P23をご参照ください。

（※3）三大疾病診断とガン診断は同時セットができないのでご注意ください。
（注）保険料は前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

オプション補償

携行品損害保険金額

ホールインワン・
アルバトロス費用
保険金

30万円（免責金額3,000円）

50万円

30万円

個人賠償責任
保険金（※2） 3億円 SB

K3

SG1

SG2被保険者本人型

140円

230円

380円

80円

60円

月払保険料

外出先で手荷物を盗まれ、
買い替えた。例

自転車に搭乗中、通行人にケガを
させてしまい損害賠償請求を受けた。例

ホールインワンを達成し、
そのお祝い費用が発生した。例

2

三大疾病診断
保険金（※3） 150万円 SD

SN

医師によって三大疾病に罹患したこと
が診断され治療を開始した。例4

ガン診断保険金（※3） 150万円 C医師によってガンに罹患したことが
診断され治療を開始した。例5

先進医療費用保険金 1,000万円
ケガ・病気の治療で国内で
先進医療を受け、費用を負担した。例6

1

3

※基本タイプにセットしてご加入いただけます。オプション単独でのご加入はできません。

1口あたりの月払保険料 ［2018年11月1日時点の本人の満年令］
基本補償
PS1
800円
320円
200円
250円
440円
640円
730円
720円
690円
890円

1,180円
1,690円
2,330円
3,440円

PS2
830円
330円
210円
260円
450円
660円
760円
760円
740円
960円

1,280円
1,840円
2,540円
3,710円

満年令
1 ～ 4才
5 ～ 9才

10 ～ 14才
15 ～ 19才
20 ～ 24才
25 ～ 29才
30 ～ 34才
35 ～ 39才
40 ～ 44才
45 ～ 49才
50 ～ 54才
55 ～ 59才
60 ～ 64才
65 ～ 69才

オプション補償
三大疾病診断

SD
570円
720円
730円
920円

1,280円
2,250円
3,900円
6,240円
9,030円

ガン診断
C

290円
480円
490円
610円
860円

1,580円
2,870円
4,210円
5,650円

満年令

  1 ～ 19才
20 ～ 34才
35 ～ 39才
40 ～ 44才
45 ～ 49才
50 ～ 54才
55 ～ 59才
60 ～ 64才
65 ～ 69才

36%
割引！！

携行品損害は

加入限度口数  1口
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加入申込票 記入例
ケガの補償＋病気の補償＋オプション補償

112 8531

トウキョウトブンキョウクスイドウ１チョウメ３バン３ゴウ

東京都文京区水道1丁目3番3号
トッパン タロウ 凸版 太郎

凸版 太郎
ソウムブ 001-A123B

ケガの補償、病気の補償両方加入
の場合は2種類ご記入ください。

30

44 1 1

9 10

123456
123456

トッパン タロウ

ジム
11 A 1

44

49

P1

PB G2
1 1

トッパン ハナコ

シュフ
91 A 2

45

48
2 2

凸版太郎

P2P1

F1

トッパン タロウ

ジム
11 A 1

44

49
1 1

●●●●●,

凸版 太郎

凸版 花子

親権者 凸版 太郎

トッパン タロウ

ジム
11 1 1

PS2

1

PS2

PS1

SN

44

49
1 1

30 9 10

30 9 10

30 9 10

トッパン ハナコ

シュフ
91 2

13

45

48
2 2

トッパン サクラ

ガクセイ
91

16

14
3 3

E

F

C

C

C

B

C

C

C

D

D

D

A

ライフステージ別補償プランの選び方

STEP3
F 他の保険契約、保険金請求歴につき、全被保険者分につきご確認いただき、回答が「あり」の場合、裏面に被保険者ごとに内容をご記入ください。

STEP1

A
申込人の住所（カタカナ）・氏名（カタカナ）・職場名・所属コードをご
記入いただき（あらかじめプリントされている場合は不要です。）内容
をご確認の上、申込人ご自身でご署名ください。

B 必ず、いずれかに○をしてください。

STEP2

E
●家族型タイプ（Ｆ1・Ｆ2・Ｆ3）にご加入希望の場合は、ご本人
のみご記入ください。

●オプションFB・FＧ1･FＧ2タイプにご加入希望の方はタイ
プ名のみご記入ください。

C

●補償の対象となる方（被保険者）の氏名（カタカナ）・生年月日・年令・
性別をご記入ください（あらかじめプリントされている場合は不要
です。）。年令は2018年11月1日時点での満年令をご記入ください。
　申込書裏面の職種コード一覧をご参照の上職業名・職種名をカタ
カナでご記入いただき、職種コード、級別（ケガの補償のみ）もご記
入ください。
●被保険者と団体との関係を上記「◆団体との関係」より選んでご記入ください。
●オプションK1・K2・K3・PB・SB・Ｇ1･Ｇ2・SG1・SG2・SD・C・SNタイプ
にご加入希望の方は該当の欄にタイプ名のみご記入ください。
●あらかじめプリントされている被保険者（補償の対象者）やご加入
セットに変更がある場合は、二重線で消して、訂正署名（⇒訂正項目
付近に被保険者ご自身（15才未満の場合は親権者）が署名）の上、
正しい内容を追記願います。

D

●新たに病気の補償ＰＳ1・ＰＳ2・SD・C・SNタイプにご加入希
望の場合、または継続時に保険金額を増額される方のみ、
裏面の健康状況告知質問事項の質問をよくお読みの上、
上記の質問事項回答欄に正確にお答えいただき、内容を
確認の上、被保険者ご自身でご署名ください。
●告知時における被保険者の年令が満15才未満の場合に
は、親権者が確認・ご署名ください。

基本
タイプ

オプション
1

ご本人：30才 奥さま：30才
ケガの補償

オプション

病気の補償
※ご本人が加入すれば
　ご家族も対象に！

個人賠償責任PB※

80円

730円730円
P1P1

PS1PS1
730円730円

ご本人：60才 奥さま：60才

基本
タイプ

※ご本人が加入すれば
　ご家族も対象に！

ご本人：60才 奥さま：60才
ケガの補償

基本
タイプ

オプション

病気の補償

基本
タイプ

オプション
1

病気入院オプション

オプション
3

オプション
5

個人賠償責任PB※

80円

730円730円
P1P1

6,240円6,240円
三大疾病SD三大疾病SD

60円60円
先進医療SN先進医療SN

2,330円2,330円
PS1PS1

自分のケガだけでなく、
相手のケガや損害賠償にも備える！

選び方の
ポイント

合計保険料
円/月810

オプション
1

ご本人：22才
ケガの補償

オプション
個人賠償責任PB
80円

730円
P1

就職  20代

配偶者もご一緒に
ケガ・病気まで幅広く備える！

選び方の
ポイント

合計保険料
円/月3,000

結婚  30代

ご本人：40才 奥さま：40才 お子さま：10才

病気の補償

基本
タイプ

オプション
1

2

病気入院オプション

オプション
3

オプション
5

※個人賠償責任は
　ご本人が加入すれば
ご家族も対象に！

三大疾病SD

先進医療SN

個人賠償責任FB※

三大疾病SD

先進医療SN

ホールインワン・
アルバトロスFG1

ご本人：40才 奥さま：40才 お子さま：2人
ケガの補償

基本
タイプ

オプション

2

80円

690円
PS1

690円
PS1

920円 920円

60円 60円

230円

2,620円
F1(家族補償)

ゴルフをされる方は
この2つにお入りください

オプション

責任の重い世代だからこそ、
しっかりとした補償が必要です！

選び方の
ポイント

合計保険料
円/月6,270

子どもの成長
40～50代

補償内容の
見直しをしましょう！

選び方の
ポイント

合計保険料
円/月18,800

退職
60代～

基本
タイプ

基本
タイプ

ご家族の
人数が4人以上の
場合は家族型が
お得です

終身補償へ
移行も
可能です
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支出 ▼

収入

医療費、ローン、生活費等（重い負担）

収入が途絶える上に、医療費や介護
費用等が重くのしかかります。

（※）

■加入資格
満15歳以上満59歳以下（平成30年11月1日現在）の凸版印刷（株）およびその子会社・関連会社の従業員本人で、申込書記載の告知内容に該当する方

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気
により就業を制限されていません。
（注）「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先ま

たは医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、
労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

【過去3ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察また
は健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査（再検査・精密検査を
含みます）・入院・手術をすすめられていません。
（注）検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当し

ません。

【過去2年以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・
治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にか
かったことはありません。
（注）① 同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
　　 ②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診（医師

の判断によるもの）までの期間をいいます。
　　 ③ 診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
　　 ④「治療」には、指示・指導を含みます。

＊記載の保険料は、概算保険料
です。適用となる保険料は変動
する可能性があります。

＊保険料は年齢・性別により被保険
者ごとに異なります。更新時に該
当する年齢区分が変わる場合、保
険料は前年度と変わります。

＊申込保険金は保険金支払期間2の
保険金が平均月間所得額（年収の
1/12）の40%を超えない範囲で
お願い申し上げます。

（例：年収600万円の方の場合は、
年収600万円÷12ヵ月×40%＝
20万円 したがって Cコースまで
お申込みください。）

＊本制度のご契約者は団体であ
り、ご加入者のみなさまは被保
険者となります。したがって、ご
契約内容の変更などについて
引受損害保険会社と団体（ご
契約者）との取り決めにより一
部お取扱いできない事項があ
ります。

【お取扱いできない事項の例】
●保険期間中のコース変更（増額・

減額等）
●保険期間の変更
●保険料の払込方法の変更　など

保険金月額

保険金支払期間1

4万円

6万円

8万円

10万円

12万円

14万円

16万円

18万円

20万円

10万円

15万円

20万円

25万円

30万円

35万円

40万円

45万円

50万円

保険金支払期間2 性別

満年齢コ
ー
ス

790円
511円
1,185円
766円
1,579円
1,022円
1,974円
1,277円
2,369円
1,533円
2,764円
1,788円
3,159円
2,043円
3,554円
2,299円
3,948円
2,554円

831円
664円
1,246円
996円
1,662円
1,328円
2,077円
1,660円
2,493円
1,992円
2,908円
2,324円
3,324円
2,656円
3,739円
2,988円
4,155円
3,321円

873円
885円
1,309円
1,328円
1,746円
1,770円
2,182円
2,213円
2,618円
2,655円
3,055円
3,098円
3,491円
3,541円
3,928円
3,983円
4,364円
4,426円

1,085円
1,308円
1,628円
1,962円
2,170円
2,616円
2,713円
3,271円
3,256円
3,925円
3,798円
4,579円
4,341円
5,233円
4,883円
5,887円
5,426円
6,541円

1,537円
2,009円
2,306円
3,014円
3,074円
4,018円
3,843円
5,023円
4,611円
6,027円
5,380円
7,032円
6,148円
8,036円
6,917円
9,041円
7,685円
10,045円

2,098円
2,669円
3,147円
4,003円
4,196円
5,338円
5,245円
6,672円
6,294円
8,007円
7,342円
9,341円
8,391円
10,676円
9,440円
12,010円
10,489円
13,345円

2,286円
2,698円
3,429円
4,047円
4,572円
5,396円
5,715円
6,744円
6,858円
8,093円
8,000円
9,442円
9,143円
10,791円
10,286円
12,140円
11,429円
13,489円

1,740円
1,822円
2,610円
2,732円
3,480円
3,643円
4,350円
4,554円
5,220円
5,465円
6,090円
6,376円
6,960円
7,287円
7,830円
8,197円
8,700円
9,108円

加入コース・年齢別月額保険料

15～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女

A

B

C

D

E

F

G

H

I

■保険期間
1年間（平成30年11月1日～平成31年10月31日）で、以後、毎年更新します。

■保険料
保険料は、毎月の給料から差し引きます。（初回平成31年1月給料から）
既に加入されている方で、平成30年11月1日現在の満年齢が25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳になる方は、保険料が変更になります。

■保険金のお支払事由
保険期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に開始した所定の就業障害が、免責期間（90日）を超えて継続したとき、
保険金をお支払いします。

■保険金支払期間（補償対象期間）と保険金について
保険金支払期間は1と2に分かれます。すなわち就業障害が91日目から1年6ヵ月（保険支払期間1）を超えると毎月支払われる保険金額が、2.5倍になる
ステップ・アップ払いの仕組みになっております。また復職しても所得の喪失割合が20％超の期間は所得喪失割合に応じて保険金が支払われます。

■お申込み方法
　所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、各事業（本）部総務部へご提出ください。継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、申込書の提

出がない場合も自動更新となります。

※年齢は平成30年11月1日現在の満年齢です。

満54歳以下で就
業障害になった場
合

就業障害の原因

所定の精神障害以外

所定の精神障害

保険金支払期間1

1年6ヵ月（4万円）

1年6ヵ月（4万円）

保険金支払期間2

満60歳まで（10万円）

6ヵ月（10万円）

満55歳以上59歳
以下で就業障害
になった場合

就業障害の原因

所定の精神障害以外

所定の精神障害

保険金支払期間1

1年6ヵ月（4万円）

1年6ヵ月（4万円）

保険金支払期間2

1年6ヵ月（10万円）

6ヵ月（10万円）

※（　）内はAコースに加入した場合の保険金です。

免責
期間

90日

「精神障害補償特約付  団体長期障害所得補償保険」

車を始めとする
各種ローン家賃・住宅ローン 病気・ケガの医療費

etc
お子様の教育費・

結婚費用

だ・か・ら 万が一に備えて「精神障害補償特約付  団体長期障害所得補償保険」
に加入して大きな安心を手に入れましょう！

万が一ご自身が働けなくなって収入が途絶えてしまった時のことをお考えになったことがありますか？
収入が激減しても、出費は待ってくれません！

※【契約概要】・【注意喚起情報】はP38～P39へ記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、
　お申込みください。

家計を直撃！！

例えば満39歳男性平均月間所得額50万円、当プランにCコース（保険金支払期間1（1年6ヵ月）8万円、保険金支払期間2（60歳）20万円）加入の方が交通事故
に遭い、ケガで就業障害になり、保険金を受け取ることとなりましたが、リハビリの結果10年後に復職し月15万円の収入が得られるようになった場合。

就業不能状態になった場合トッパングループ福祉会加入事業所の従業員の方は別途同会規約に基づき上乗せ給付が行われることがあります

加入
（Cコース）

39歳

ケガ
病気による
就業障害

一部復職 60歳（定年時）

有
給
休
業
補
償

（
会
社
負
担
）

健康保険傷病手当金が
最長1年6ヵ月支給されます （　　 ）

障害厚生年金等
給付されない
場合もあります

免責期間 保険金支払期間（＝補償対象期間）1 保険金支払期間（＝補償対象期間）2
90日 1年6ヵ月 8年3ヵ月 11年

8万円/月8万円/月お支払い保険金 3,972万円
保険金お受取総額

20万円/月20万円/月
お支払い保険金

14万円/月14万円/月
お支払い保険金

一部復職収入
15万円/月と仮定

保険金のお支払例

※一部復職後のお支払い保険金

20万円×〈50（健康時の収入）－15（一部復職時の収入）〉50（健康時の収入）

健
康
時
の
収
入

50
万
円
／
月

2,170円

毎月の
保険料

（長期所得サポート・プラン）

（長期所得サポート・プラン）

保険料等につきましては をご参照ください。P10

天災補償特約付

「精神障害補償特約付  団体長期障害所得補償保険」（長期所得サポート・プラン）ってどんな保険ですか？

病気・ケガによる入院はもちろん、
医師の指示による自宅療養も

その1

その2

その3

その4

その5

業務中・業務外、国内・国外を問いません

一部復職時もしっかりカバー

『精神障害補償特約』が付いています

入院・医師の指示による自宅療養・リハビリを終えて職場復帰
した時でも、所定の就業障害が続く限り、所得の喪失割合が
20%を超える期間については、所得喪失割合に応じて保険金
をお支払いいたします。

いわゆる躁うつ病、強迫神経症などの所定の精神障害による
就業障害もお支払いの対象となります。対象となる精神障害
は36ページをご確認ください。

『天災補償特約』も付いていますその6 地震、噴火またはこれらによる津波により被った身体障害に
よる就業障害についても補償されます。

就業中はもちろん、スポーツ・旅行中等の業務外のケガが原
因で就業障害になった時でも、国内・国外を問わず補償いた
します。

ケガだけでなく、病気による就業障害も補償いたします。さら
に、入院だけでなく医師の指示による自宅療養やリハビリ
テーション期間中であっても補償の対象となります。

会社を中途退職した場合も最長60歳まで支払われます。
ただし55～59歳の方は3年、所定の精神障害による就業障
害の場合は24ヵ月が限度

天災補償特約付

就業障害とは、下記の状態をいいます。
1.身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全く従事できない場合
   （イ）その身体障害の治療のため、入院していること
   （ロ）（イ）以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合
    （ハ）（イ）（ロ）以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること
2.免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20％を超える場合

最長満60歳（定年時）まで病気やケ
ガで働けない状態が続いた場合、保
険金をお支払いいたします

天災補償特約付

◆意向確認【ご加入前のご確認】 団体長期障害所得補償保険は、以下の補償の確保を主な目的とする
　損害保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
◆病気やケガにより免責期間90日を超えて就業障害が継続した場合、保険金をお支払いします。

MYG-A-18-L-397

団体割引

20%
予定

9 10



1 2 3

OK

トッパン保険サービスのホームページからもお見積もりはできます。http://www.toppan-ins.co.jp/

トッパングループ
 団体扱 自動車保険 大口団体割引

25%

割安な保険料で、大切なお車をお守りします。

お問い合わせ先
トッパン保険サービス
TEL : 03-3835-6741
FAX : 03-3834-3289
E-mail : hoken.service@toppan.co.jp

お手続方法POINT4
トッパン保険サービスに
見積もり依頼のため「保険証
券の写」を送付してください。

満期月の2ヶ月前に
トッパン保険サービスより
申込書を送付します。

契約までの流れは
『見積もり→申込み→契約
→給与控除』になります。

割引適用前保険料 

（※1）大口団体割引（25%）は、2018年3月1日から2019年2月28日の間に始期日があるご契約に適用されます。なお大口団体割引は、団体全体
のお引受実績に応じて毎年3月1日に見直されます。

（※2）大口団体割引が適用されない団体扱契約と比べた割引率です。
（※3）一部等級が継承できない共済がございます。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

※被保険者等とは、「記名被保険者」および「ご契約のお車の所有者」を指します。
「記名被保険者」と「ご契約のお車の所有者」が上記の範囲内の方であれば、それぞれ異なっていても構いません。

団体扱自動車保険をご契約いただくには、保険契約者・記名被保険者・ご契約のお車の所有者が以下の方であることが条件となります。

大口団体割引を活用して自動車保険料を節約しよう！！POINT1

●在籍出向されている方も「役職員」に含みます。
●引き続き雇用される期間が1年未満の方（アルバ

イト、臨時雇の方など）はご契約いただけません。

●同居のご家族（または別居の扶養親族）が所有されているお車にも大口団体割引（※1）25％の適用が可能です。
●現在ご契約の他の保険会社、JA共済、全労済、全自共、全済団等（※3）から切り替えても、等級（割増引）は引き継ぐことができます。

大口団体割引のしくみとは？

ご契約いただける方（保険契約者）は・・・ 保険の対象となる方（被保険者等※）は・・・

POINT3

加入条件

契約者ご本人
または配偶者

役職員

＜保険料イメージ＞

POINT2

　の方の
同居のご親族
1 　の方の

別居の扶養親族
1

（ご退職後も引き続き「OB団体」でご継続できます）

トッパングループ団体扱自動車保険全体の台数、事故（保険金お支払い実績＝発生保険金／全体保険料）に応じて割引
率が変動する仕組みですので、事故が少ないほど有利な割引率が適用されます。

（※1）

保 険 契 約 者：凸版印刷株式会社およびそのグループ会社に勤務され、毎月給与の支払いを受けている方（凸版印刷株式会社
が保険加入を認めている退職者を含みます。）

記 名 被 保 険 者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、「保険契約者またはその配偶者」の同居のご親族、「保険契約者また
はその配偶者」の別居の扶養親族のうちいずれかの方

ご契約のお車の所有者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、「保険契約者またはその配偶者」の同居のご親族、「保険契約者また
はその配偶者」の別居の扶養親族のうちいずれかの方

※保険期間の中途で、保険契約者・記名被保険者・ご契約のお車の所有者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合には、取扱代理店または
引受保険会社にご連絡ください。
※このパンフレットは保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

●近年事故が増加しています！！
トッパングループ社員の事故の傾向は…

「単路の直進、駐車場内の単独事故」
「土日の事故」が多い

●安全運転の励行をお願い申し上げます。

トッパングループ・大口団体割引（※1）は25％（※2）が適用されており、一般で加入するより割安です。

このトッパングループ・大口団体割引（※1）25％を活用すると自動車保険料の節約になります。
100,000円 大口団体割引25％ 割引適用後保険料

75,000円

25%
割引 15%

割引 5%
割引

割引率が
ダウン

することも！！

大変お得な
制度も事故が
増えると…

「団体所得補償保険」

※治ゆまでの保険金を最長１年間お支払いします。また、１か月に満たない日数は１か月を30日として日割計算します。

●新規でご加入になれる方は、トッパングループの役員・社員本人（満60才未満）に限られます。
●月々の保険金月額はご自分の平均月収（ボーナスを含む）の50％以内で選択してください。

病気になられて1/25より就業不能となり、
7/16に職場復帰された場合

就業不能になる 治ゆ

（お支払いする保険金） 月額補償30万円×（5か月+15日／30日）＝165万円
2,580円（月々の保険料)

団体割引

20%

団体所得補償保険の特長

保険金月額と月々の保険料（ご希望の保険金月額をお選びください。）

病気やケガで8日以上働けない状態になったとき、就業不能中の所得をカバー

24時間世界中どこにいても、補償の対象

その1
その2
その3
その4
その5

加入手続きはとても簡単。医師による診査も不要

所得を補償する期間（てん補期間）は最長１年間です

団体割引20％適用

病気やケガで入院・自宅療養のため働けない状態になったとき、月々の所得を補償します。

国内・海外をとわず、また仕事中から日常生活中やレジャー中も補償の対象となります。

ご加入にあたっては、医師の診査は必要ありません。引受保険会社所定の告知書をご記入のうえ、ご提出ください。

就業不能になった場合、免責期間（７日間）※経過後最長１年間所得を補償します。

団体割引20％を適用しているため、一般加入に比べ、保険料が割安です。

※免責期間（７日間）･･･就業不能期間の最初の７日間は、保険金の支払対象となりません。

※その他の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金のご説明」
（注）精神障害による就業不能はお支払いの対象外となります。

をご確認ください。P30

加入年令
（満年令）

保険金月額（加入口数）

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

215
310
350
430
540
675
805
930
995

1,045

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

245
355
400
495
620
775
925

1,070
1,145
1,205

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

430
620
700
860

1,080
1,350
1,610
1,860
1,990
2,090

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

490
710
800
990

1,240
1,550
1,850
2,140
2,290
2,410

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

645
930

1,050
1,290
1,620
2,025
2,415
2,790
2,985
3,135

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

735
1,065
1,200
1,485
1,860
2,325
2,775
3,210
3,435
3,615

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

860
1,240
1,400
1,720
2,160
2,700
3,220
3,720
3,980
4,180

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

980
1,420
1,600
1,980
2,480
3,100
3,700
4,280
4,580
4,820

円
円
円
円
円
円

4,320
5,400
6,440
7,440
7,960
8,360

円
円
円
円
円
円

4,960
6,200
7,400
8,560
9,160
9,640

円
円
円
円
円
円
円

2,580
3,240
4,050
4,830
5,580
5,970
6,270

円
円
円
円
円
円
円

2,970
3,720
4,650
5,550
6,420
6,870
7,230

15～19才
20～24才
25～29才
30～34才
35～39才
40～44才
45～49才
50～54才
55～59才
60～64才

事務職 現場職 事務職 現場職 事務職 現場職 事務職 現場職 事務職 現場職 事務職 現場職
5万円（1口） 10万円（2口） 15万円（3口） 20万円（4口） 30万円（6口） 40万円（8口）

保険期間

5か月と15日間

免責期間7日間

11/1 1/25

2/1 7/15

7/15 11/1

就業 就業開始（7/16～）
保険金お支払い対象期間
月額補償30万円

会社を休んだ期間（入院・自宅療養）

※年令は保険始期日時点の満年令です。
※1口5万円の口数方式で、1口単位で設定できます。
※記載保険料は被保険者（本人）数が1,000名以上5,000名未満（団体
割引20％）にて算出しております。
※保険料は被保険者（補償の対象となる方）の職種級別によって異なりま
す。下記に記載されていないご職業について、また3級・4級に該当する
方は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
1級…会社事務員、教師など　2級…印刷作業者、製版作業者など　3級…営業
用貨物自動車運転手、製本作業者（機械工）など　4級…セメント製造工など

※告知していただいた職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除し、
保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
※ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、ご継続時満64才まで保

険契約の満了する日と同一内容で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後
の保険料は、継続日現在の被保険者の年令および保険料率によって計算されます。

（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止さ
せていただくことがあります。

※他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項と
して加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった
場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。

※健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項（職種・年令・他保
険加入状況・保険金請求歴等）等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引
受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※所得補償保険には「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」「無事故戻しに
関する規定の不適用特約」がすべてのご契約に自動セットされます。

事務職：職種級別1級
現場職（印刷作業者、製版作業者）：職種級別2級

保険期間（ご契約期間）：平成30年11月1日午後4時より1年間

・この保険は凸版印刷株式会社を保険契約者とし、凸版印刷株式会社およびグループ各社の役員および社員を加入者とする
所得補償保険の団体契約です。

 このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報
のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または
引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

・所得補償保険のご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者（凸版印刷株式会社）に交付されます。

ご加入例と保険金支払例 （満34才の方（事務職）が口数6口（保険金月額30万円）タイプにご加入の場合）

A18-1011422018年7月承認11 12



東京第二法人営業部 
〒163-0456　東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル
ＴＥＬ：03-3344-1473　ＦＡＸ：03-3344-1465 

盗難 水災 破損、汚損等

耐火構造
例：コンクリート造の建物

非耐火構造
例：木造の建物

耐火構造
例：コンクリート造の建物

非耐火構造
例：木造の建物

お手続方法POINT4

トッパングループ
 団体扱 火災保険
大切な家財をお守りします。

オールリスク型の充実した補償で安心。
家財の保険、お忘れではありませんか？
普段何気なく購入している家財、見直
してみると大きな財産であることに気
づきます。

火災をはじめとする様々な災害の
備えと、幅広い補償で安心です。
地震保険も同時に加入されることをおすすめ
します。（火災保険では地震・噴火またはこれ
らによる津波を直接または間接の原因とす
る損害は補償されません。）

暮らしのＱＱ隊（無料サービス・
24時間365日受付）がセットされます。
・水まわりＱＱサービス
・カギあけＱＱサービス

GK すまいの保険・6つの補償プランの特長POINT1

保険金額と保険料（例）

家財の主な事故（基本補償） 賠償の事故（オプションの特約）

POINT3

保険金をお支払いする主な場合（6つの補償プラン）POINT2

（例）泥棒により現金や家財
が盗難にあった。

（例）大雨による土砂崩れで床
上浸水し、家財が損害を
受けた。

（例）液晶テレビをテレビ台か
ら誤って落としてこわし
てしまった。

類焼損害・見舞費用特約
（例）自宅より出火、近隣に延焼

させてしまった。

火災、落雷、破裂・爆発 風災、雹災、雪災 水ぬれ 日常生活賠償特約

＋

（例）落雷により家電製品が
こわれた。

（注）大口団体割引は、2018年8月1日から2019年7月31日の間に保険始期日がある三井住友海上火災保険（株）・「GK すまいの保険（家庭用火災保険）」の
ご契約に適用されます（ただし地震保険には適用されません。）。大口団体割引は、団体全体の引受保険会社契約件数に応じて毎年8月1日に見直され
ます。上記保険料は保険始期日が2018年10月1日以降の場合の保険料です。それ以前の保険始期日の場合は取扱代理店へご照会ください。

※類焼損害・見舞費用特約をセットした場合等、その他のプランをご希望の場合は取扱代理店にご照会ください。

（例）台風や雹で窓ガラスが割
れ家財が損害を受けた。

（例）マンション上階からの水
漏れで家財が水びたし
になった。

（例）洗濯機の水をあふれさせ、階
下の家に水もれを起こして、
階下の家財に損害を与えた。

月払保険料（保険期間1年・団体扱12回払、家財免責金額１万円）
6つの補償 6つの補償＋日常生活賠償特約

プラン名 家財保険金額

プラン1
プラン2
プラン3

100万円
200万円
300万円

260円
360円
450円

530円
750円
930円

370円
470円
560円

640円
860円
1,040円

もしくは
（携帯電話から簡単メール送信
法）ＱＲコード読み取りからタイト
ルにお名前を入れてメール送信、
折り返しご連絡をさし上げます。

お電話もしくはメールにてご連絡
ください。お見積りおよび資料
を送付させていただきます。

お問い合わせ先
トッパン保険サービス
TEL : 03-3835-6741
FAX : 03-3834-3289
E-mail : hoken.service@toppan.co.jp

もしくは

GK すまいの保険（家庭用火災保険）＜6つの補償プラン＞

※日常生活賠償特約：保険金額1億円、免責金額なし、事故時諸費用特約（損害保険金
の20％、300万円限度）および地震火災費用特約（保険金額の5％、300万円限度）

※大口団体割引5%適用

※このパンフレットはGK すまいの保険（家庭用火災保険）の概要を説明したものです。詳細は商品パンフレットまたはご契約のしおり（約款）等をご確認ください。

ひょう

（2018年7月時点）

大口団体割引

5%

（注）

三井住友海上火災保険（株）・
「GK すまいの保険（家庭用火災保険）」
について説明しています。

株式会社トッパン保険サービス 
〒110-0016　東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号
ＴＥＬ：03-3835-6741　ＦＡＸ：03-3834-3289 
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ご契約いただく保険の内容（「傷害＋病気保険」）
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

傷害死亡
保険金

★傷害補償
（標準型）特約

傷
害
保
険
金

保険期間中の事故によるケガ※

のため、事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に死亡
された場合

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人
（定めなかった場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。
（注）既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある

場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に
お支払いした金額を差し引いた残額となります。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき方の故意または重大な過失によるケガ※

●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※また

は麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ（た

だし、引受保険会社が保険金を支払うべきケ
ガの治療※によるものである場合には、保険金
をお支払いします。）

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行
為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関
する一部修正特約により、保険金の支払対象
となります。）

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、

腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険
金を支払うべきケガによって生じた場合には、
保険金をお支払いします。）

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって
生じた肺炎

●別記（P21）の「補償対象外となる運動等」を
行っている間のケガ

●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
など

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、
補償の対象にはなりません。

傷害後遺障害
保険金

★傷害補償
（標準型）特約

傷害入院
保険金

★傷害補償
（標準型）特約

傷害手術
保険金

★傷害補償
（標準型）特約

保険期間中の事故によるケガ※

のため、事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に後遺
障害※が生じた場合

後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保
険金額の100％～4％をお支払いします。

（注1） 政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険
金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

（注2） 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてな
お治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生
の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後
遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

（注3） 同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害
に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。

（注4） 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害
保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。

 また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷
害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

保険期間中の事故によるケガ※

のため、入院※された場 合（以
下、この状態を「傷害入院」とい
います。）

［傷害入院保険金日額］×［傷害入院の日数］をお支払いします。
（注1） 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の

入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、
お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。

（注2） 傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保
険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被っ
た場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。

保険期間中の事故によるケガ※

の治療※のため、事故の発生の
日からその日を含めて180日以
内に手術※を受けられた場合

次の算式によって算出した額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術※の場合…［傷害入院保険金日額］×10
②①以外の手術の場合…［傷害入院保険金日額］×5

（注）1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づ
くケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

傷害通院
保険金

★傷害補償
（標準型）特約

疾
病
保
険
金

保険期間中の事故によるケガ※の
ため、通院※された場合（以下、この
状態を「傷害通院」といいます。）

（注）通院されない場合で、骨折、脱
臼、靱（じん）帯損傷等のケガ
を被った所定の部位※を固定
するために医師※の指示によ
りギプス等※を常時装着した
ときは、その日数について傷
害通院したものとみなします。

［傷害通院保険金日額］×［傷害通院の日数］をお支払いします。
（注1） 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の

通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。ま
た、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。

（注2） 傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された
場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。

（注3） 傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害
通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当す
るケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねては
お支払いしません。

保険期間の開始後（＊）に発
病※した病気※のため、保険
期間中に入院※された場合

（以下、この状態を「疾病入
院」といいます。）

（＊）病気を補償する加入タ
イプに継続加入された
場合は、継続加入してき
た最初のご契約の保険
期間の開始後とします。

①疾病入院保険金をお支払
いする場合で、その病気※

の治療※のために疾病入院
保険金の支払対象期間※

（1,095日）中に手術※を受
けられたとき。

②保険期間の開始後（＊）に
発病※した病気の治療の
ために、保険期間中に手
術を受けられた場合

（＊）病気を補償する加入タ
イプに継続加入された
場合は、継続加入してき
た最初のご契約の保険
期間の開始後とします。

［疾病入院保険金日額］×［疾病入院の日数］をお支払いします。
（注1） 疾病入院の日数には以下の日数を含みません。

 ・ 疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※

（1,095日）が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
 ・ 1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払う

べき日数の合計が支払限度日数※（180日）に到達した
日の翌日以降の疾病入院の日数

（注2） 疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険
金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※さ
れた場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。

1回の手術※について、次の算式によって算出した額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術の場合…［疾病入院保険金日額］×20
②①以外の手術の場合…［疾病入院保険金日額］×5

（注）次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合
　疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保

険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
　その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして

定められている手術に該当する場合
　その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施

しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区
分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に
該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直
前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術
に対しては、保険金をお支払いしません。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき方の故意または重大な過失による病気※

●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
●精神障害（＊1）およびそれによる病気
●戦争、その他の変乱※、暴動による病気（テロ行

為による病気は、条件付戦争危険等免責に関
する一部修正特約により、保険金の支払対象
となります。）（＊2）

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気（＊2）

●妊娠または出産（「療養の給付」等（＊3）の対象とな
るべき期間については、保険金をお支払いします。）

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、
腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの

●健康状況告知のご回答等により補償対象外と
する病気（＊4）（加入者証等に記載されます。）

など
（注）保険期間の開始時（＊5）より前に発病※した病

気（＊4）については保険金をお支払いしません。
　　ただし、病気を補償する加入タイプに継続加

入された場合で、病気を発病した時が、その
病気による入院※を開始された日（＊6）からご
加入の継続する期間を遡及して１年以前であ
るときは、保険金をお支払いします。

（＊1）「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁
告示第75号に定められた分類項目中の分
類コードF00からF09またはF20からF99

（次ページにつづく）

疾病入院
保険金

★疾病補償
特約　

☆特定精神障
害補償特約
セット

P20（☆）参照

※印を付した用語については、P20、21の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

疾病手術
保険金

★疾病補償
特約　

☆特定精神障
害補償特約
セット

☆疾病手術保
険金等支払
倍率変更特
約セット

P20（☆）参照

家族型への変更に関する特約をセットする場合
上記に追加
される事由
上記から除外
される事由

●P21に記載の「補償対象外と
　なる職業」に従事中のケガ
●保険契約者の故意または
　重大な過失によるケガ

先進医療特約

ORIX2018-Ｂ-137

※ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり抜粋」または「ご契約のしおり／約款」を必ずご確認ください。
※既往症（過去の病気）、健康状態、職業などによって、引受けを制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物（がん）にかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目（悪性新生物責任開始日）より開始します。

病気・ケガ
入院

＜疾病入院給付金＞
＜災害入院給付金＞

手 術
＜手術給付金＞

＜先進医療給付金＞
先進医療

60日型保障内容例 【基本の保障：主契約+先進医療特約】

先進医療にかかる
技術料と同額

1日につき

5，000円

1回につき

入院中　10万円

外　来  2.5万円

1日につき

5,000円

七大生活習慣病（三大疾病以外）による入院

基
本
の
保
障

オ
プ
シ
ョ
ン

上
皮
内
新
生
物
で
も
同
額
保
障

一
生
涯
保
障

日額　　　　　  円コース5，0005，000

三大疾病による入院

●入院中の場合：1回につき主契約の入院給付金日額の20倍
●外来の場合：1回につき主契約の入院給付金日額の5倍

●医療行為､医療機関および適応症などによっては、
給付対象とならないことがあります｡
●同一の被保険者において､先進医療給付のあるオリックス
生命の特約について重複して加入はできません｡

この商品における約款所定の
七大生活習慣病と支払限度日数

支払日数が無制限となる疾病（三大疾病） 支払限度日数が60日拡大する疾病

心疾患がん
（悪性新生物・上皮内新生物） 脳血管疾患 糖尿病 高血圧性疾患 肝硬変 慢性腎不全

●この特約は上記「重度三疾病一時金特約」の保障とセット
でのお申込みとなります。

がんで約款所定の通院をしたとき

初  回:

急性心筋梗塞
脳卒中

2回目:
以降

初めてがんと診断確定されたとき

急性心筋梗塞・脳卒中の治療を目的
として入院を開始したとき

がんの治療を目的として入院を開始
したとき

＜がん通院給付金＞がん通院
がん通院特約

がんがん診断/入院
急性心筋梗塞・脳卒中で入院

＜がん一時金＞
＜急性心筋梗塞一時金＞
＜脳卒中一時金＞

重度三疾病一時金特約

※重度三疾病一時金特約・がん通院特約のがんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目（がん責任開始日）より開始します。

1回につき

10万～100万円
上記範囲内で
設定できます

約款所定の手術を
受けたとき

先進医療による療養を
受けたとき

約款所定の七大生活習慣病で入院したときは、
1入院の支払限度日数が拡大！

約1,000種類の手術を何度でも保障！

通算2,000万円まで保障！

※詳しくは、下の青枠をご参照ください｡

病気･ケガによる入院  

1入院60日

各一時金はそれぞれ1年に1回を限度に何度でもお支払い！

ポイント！

ポイント！

ポイント！

プラス60日 　　120日まで保障！

支払日数無制限！！

通算1,000日まで保障（三大疾病は無制限）

も同時募集！

女性ならではの入院のリスクにも備えられる
女性のための医療保険

「特定疾病保険料払込免除特則」適用の場合 悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中により約款所定の状態に該当したとき、
以後の保険料の払込みが免除されます！

5,000　5,000円がん通院特約

オプション基本の保障

5,000　5,000円
入院給付金日額

先進医療特約付加

契約
年齢

（歳）

男 性

1,360 円
1,550 円
2,150 円
3,115 円
4,595 円

905 円
1,120 円
1,780 円
2,905 円
4,530 円

25
30
40
50
60

女 性

1,570 円
1,680 円
1,990 円
2,725 円
3,940 円

870 円
1,050 円
1,505 円
2,020 円
2,590 円

5,000　5,000円がん通院特約

オプション基本の保障

5,000　5,000円
入院給付金日額

先進医療特約付加

月払保険料例表　60日型　日額 5，000円コース
【団体扱・特定疾病保険料払込免除特則適用なし・終身払】 〈2018年6月1日現在〉

も同時募集！

持病がある方や、過去に入院・手術をされた方
のための医療保険

引受保険会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ
TEL ： ０３-６862-6300

＜三大疾病無制限プラン＞

オリックス生命の 医療保険ランキング
5年連続別冊宝島2616『よい保険・悪い保険～賢い加入者になる！』

（株式会社宝島社発行）

50　　50　円重度三疾病一時金特約 万万 50　　50　円重度三疾病一時金特約 万万

募集代理店 株式会社トッパン保険サービス
〒110-0016　東京都台東区台東1-5-1
TEL：03-3835-6741　FAX：03-3834-3289 15 16



保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

次の費用のうち実際に支出した額をお支
払いします。
ア．贈呈用記念品購入費用（＊）

イ．祝賀会に要する費用
ウ．ゴルフ場※に対する記念植樹費用
エ．同伴キャディ※に対する祝儀
オ．その他慣習として負担することが適当

な社会貢献、自然保護またはゴルフ競
技発展に役立つ各種費用（ただし、保
険金額の10%が限度となります。）

（＊）贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価
証券、商品券等の物品切手、プリペ
イドカードは含まれません。ただし、
被保険者が達成を記念して特に作成
したプリペイドカードは贈呈用記念
品に含みます。

（注1） 保険金のお支払額は、1回のホール
インワン※またはアルバトロス※ごと
にホールインワン・アルバトロス費
用保険金額が限度となります。

（注2） ホールインワン・アルバトロス費用
を補償する保険を複数（引受保険
会社、他の保険会社を問いませ
ん。）ご加入の場合、ホールインワ
ン・アルバトロス費用保険金のお
支払額は単純に合算されず、最も高
い保険金額が限度となります。

（注3） 補償内容が同様の保険契約（異な
る保険種類の特約や引受保険会
社以外の保険契約を含みます。）が
他にある場合、補償の重複が生じ
ることがあります。補償内容の差異
や保険金額、加入の要否をご確認
いただいたうえでご加入ください。

（注4） 保険金のご請求には、引受保険会
社所定のホールインワン・アルバト
ロス証明書および各種費用の支払
いを証明する領収書等の提出が必
要となります。

●日本国外で達成したホールインワン※

またはアルバトロス※

●ゴルフ場※の経営者が、その経営す
るゴルフ場で達成したホールインワ
ンまたはアルバトロス

●ゴルフ場の使用人（＊）が実際に勤務
しているゴルフ場で達成したホール
インワンまたはアルバトロス

など
（＊）「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇

いを含みます。

オ
プ
シ
ョ
ン

日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次
のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成
のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
①次のアおよびイの両方が目撃※したホールイン

ワンまたはアルバトロス
ア．同伴競技者※

イ．同伴競技者以外の第三者（同伴キャディ※等。
具体的には次の方をいいます。）

損害賠償請求権者に対して負担する法律
上の賠償責任の額（判決による遅延損害
金を含みます。）および訴訟費用（＊）等をお
支払いします。

（＊）引受保険会社の書面による同意が
必要となります。

（注1） 法律上の損害賠償責任の額のお支
払額は、１回の事故につき、個人賠
償責任保険金額が限度となります。

（注2） 損害賠償金額等の決定について
は、あらかじめ引受保険会社の承認
を必要とします。

（注3） 日本国内において発生した事故に
ついては、被保険者のお申出によ
り、示談交渉をお引受します。ただ
し、損害賠償請求権者が同意され
ない場合、被保険者が負担する法律
上の損害賠償責任の額が個人賠償
責任保険金額を明らかに超える場
合、正当な理由なく被保険者が協力
を拒んだ場合、損害賠償請求に関す
る訴訟が日本国外の裁判所に提起
された場合には示談交渉を行うこと
ができませんのでご注意ください。

（注4） 補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の保
険契約を含みます。）が他にある場合、補
償の重複が生じることがあります。補償
内容の差異や保険金額、加入の要否をご
確認いただいたうえでご加入ください。

保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命
または身体を害したり、他人の物を壊したりして、
法律上の損害賠償責任を負われた場合
①本人の居住の用に供される住宅（＊）の所有、使用

または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

（＊）敷地内の動産および不動産を含みます。
（注）被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族

および別居の未婚※の子となります。なお、これ
らの方が責任無能力者である場合は、親権者・
法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無
能力者を監督する方（責任無能力者の６親等内
の血族、配偶者および３親等内の姻族に限りま
す。）を被保険者とします。「同居の親族」とは、
本人またはその配偶者と同居の、本人またはそ
の配偶者の６親等内の血族および３親等内の
姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人
またはその配偶者と別居の、本人またはその配
偶者の未婚の子をいいます。

●保険契約者または被保険者の故意
による損害

●被保険者の業務遂行に直接起因す
る損害賠償責任（仕事上の損害賠
償責任）

●他人から借りたり預かったりした物
を壊したことによる損害賠償責任

●被保険者と同居する親族※に対す
る損害賠償責任

●被保険者の使用人（家事使用人を除
きます。）が業務従事中に被った身
体の障害に起因する損害賠償責任

●第三者との損害賠償に関する約定
によって加重された損害賠償責任

●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図に

よる暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地内

におけるゴルフカートを除きま
す。）、船舶、航空機、銃器、業務のた
めに使用する動産または不動産の
所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任

●戦争、その他の変乱※、暴動による
損害

●地震もしくは噴火またはこれらを原
因とする津波による損害

●核燃料物質等の放射性・爆発性等
による損害

など

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

疾病入院保険金をお支払いする疾病
入院が終了し、退院した後、その疾病
入院の原因となった病気※の治療※の
ため、通院※された場合（以下、この状
態を「疾病通院」といいます。）

［疾病通院保険金日額］×［疾病通院の日数］
をお支払いします。

（注1） 疾病通院の日数には以下の日数を含みません。
 ・ 疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾

病通院保険金の支払対象期間※（180日）が満
了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、
疾病入院保険金の支払対象期間（1,095日）
内に疾病入院が終了していない場合には、疾
病入院の終了した日または疾病入院保険金の
支払対象期間が満了した日の翌日から起算し
て180日を経過した日のいずれか早い日が疾
病入院の終了した日となります。

 ・ 1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支
払うべき日数の合計が支払限度日数※（30日）
に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数

（注2） 疾病入院保険金をお支払いする期間中
に通院※された場合は、疾病通院保険金
をお支払いしません。

（注3） 疾病通院保険金をお支払いする期間中
にさらに疾病通院保険金の「保険金をお
支払いする場合」に該当する病気※を発
病※した場合は、疾病通院保険金を重ね
てはお支払いしません。

（注4） 疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて
180日を経過する日までに、その疾病入院の原
因となった病気（これと医学上因果関係がある
病気※を含みます。）によって再度疾病入院に
該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の
疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通
院されたときは、その日数を疾病通院の日数に
含めて疾病通院保険金をお支払いします。

①疾病入院保険金をお支払いする場合
で、その病気※の治療※のために疾病入
院保険金の支払対象期間※（1，095日）
中に放射線治療※を受けられたとき。

②保険期間の開始後（＊）に発病※した
病気の治療のために、保険期間中
に放射線治療を受けられた場合

（＊）病気を補償する加入タイプに継
続加入された場合は、継続加入し
てきた最初のご契約の保険期間
の開始後とします。

1回の放射線治療※について、［疾病入院保険
金日額］×10をお支払いします。

（注1） 同一の日に複数回の放射線治療を受け
た場合は、いずれか1つの放射線治療に
ついてのみ保険金をお支払いします。

（注2） 放射線治療保険金を支払うべき放射線
治療を複数回受けた場合は、放射線治
療保険金が支払われることとなった直
前の放射線治療を受けた日からその日
を含めて60日以内に受けた放射線治療
については、保険金をお支払いしません。

疾
病
保
険
金

（前ページより）
に規定されたもの以外とし、分類項目の
内容については、厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害および死因
統計分類提要ICD－10（2003年版）準
拠」によります。（特定精神障害補償特約

（自動的にセットされます。）のセット後の内
容となります。）
＜支払対象外となる精神障害の例＞
   アルコール依存、薬物依存　　  など

（＊2） これにより生じた保険金支払事由に該
当した被保険者の数の増加がこの保険
の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと
引受保険会社が認めた場合は、保険金
の全額または一部をお支払いすることが
あります。

（＊3） 公的医療保険を定める法令に規定され
た「療養の給付」に要する費用ならびに

「療養費」、「家族療養費」および「保険外
併用療養費」をいいます。

（＊4） その病気と医学上因果関係がある病気※

を含みます。
（＊5） 病気を補償する加入タイプに継続加入

された場合は、継続加入してきた最初の
ご契約の保険期間の開始時をいいま
す。

（＊6） 疾病入院保険金の支払いを伴わない疾
病手術保険金または放射線治療保険金
の場合は、それぞれ「手術の開始時」、

「放射線治療の開始時」に疾病入院が
開始したものとみなします。

被害物の損害額から免責金額※（1回の事故
につき3,000円）を差し引いた額をお支払い
します。

（注1） 損害額は、再調達価額※によって定めま
す。ただし、被害物が貴金属等の場合に
は、保険価額によって定めます。なお、被
害物の損傷を修繕しうる場合において
は、損害発生直前の状態に復するのに
必要な修繕費をもって損害額を定め、価
値の下落（格落損）は含みません。この場
合においても、修繕費が再調達価額を
超えるときは、再調達価額を損害額とし
ます。

（注2） 損害額は、1個、1組または1対のものに
ついて10万円が限度となります。ただ
し、通貨または乗車券等（鉄道・船舶・航
空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光
券または旅行券をいいます。ただし、定
期券は含まれません。）もしくは小切手
については1回の事故につき5万円が限
度となります。

（注3） 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、
携行品損害保険金額が限度となりま
す。

（注4） 補償内容が同様の保険契約（異なる保険
種類の特約や引受保険会社以外の保険
契約を含みます。）が他にある場合、補償
の重複が生じることがあります。補償内
容の差異や保険金額、加入の要否をご確
認いただいたうえでご加入ください。

保険期間中の偶然な事故（盗難・破
損・火災など）により、携行品（＊）に損
害が生じた場合

（＊）「携行品」とは、被保険者が住宅
（敷地を含みます。）外において携
行している被保険者所有の身の
回り品（カメラ、衣類、レジャー用
品等）をいいます。ただし、別記

（P21）の「補償対象外となる主な
『携行品』」を除きます。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき方の故意または重大な過失による損害

●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※また

は麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
●公権力の行使（差し押え・没収・破壊等）による損害
●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・

さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然
発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害

●携行品の平常の使用または管理において
通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ
落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上
の損傷または汚損であって、携行品が有す
る機能の喪失または低下を伴わない損害

●偶然な外来の事故に直接起因しない携行
品の電気的事故・機械的事故（故障等）によ
る損害。ただし、これらの事由によって発生
した火災による損害を除きます。

●携行品である液体の流出による損害。ただ
し、その結果として他の携行品に生じた損
害を除きます。

●携行品の置き忘れまたは紛失による損害
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害（テ

ロ行為による損害は、条件付戦争危険等免
責に関する一部修正特約により、保険金の
支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とす
る津波による損害

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●別記（P21）の「補償対象外となる主な『携

行品』」の損害
など

P20（☆）参照

疾病通院
保険金
★疾病補償
特約　

☆特定精神障
害補償特約
セット

P20（☆）参照

放射線治療
保険金
★疾病補償
特約　

☆特定精神障
害補償特約
セット

個人賠償責任
保険金

★個人賠償責任
危険補償特約

ホールインワン・
アルバトロス費用

保険金
★ホールインワン・

アルバトロス費
用補償特約

　（団体総合生活
補償保険用）

（注）原則としてセルフプレー中に達成したホール
インワンまたはアルバトロスは保険金支払い
の対象にはなりません。セルフプレーでキャ
ディを同伴していない場合は、同伴キャディの
目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある
場合に限り保険金をお支払いします。

②達成証明資料（＊１）によりその達成を客観的に証明
できるホールインワンまたはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー３５以上

の９ホールを正規にラウンドし、
●１名以上の同伴競技者と共に（公式競技の場合は

同伴競技者は不要です。）プレー中のホールインワ
ンまたはアルバトロスで、

●その達成および目撃証明を引受保険会社所定の
ホールインワン・アルバトロス証明書（＊２）により証明
できるものに限ります。

（＊１）「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールイ
ンワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認で
きる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。

（＊２）「引受保険会社所定のホールインワン・アルバ
トロス証明書」には次のすべての方の署名また
は記名・押印が必要です。

（ａ）同伴競技者
（ｂ）同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロス

の達成を目撃した第三者（達成証明資料がある場合
は不要です）

（ｃ）ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行
もしくは行使する権限を有する者

（注）この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方
が被保険者となる場合にはセットすることができません。

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営
業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティの
プレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴ
ルフ場に出入りする造園業者・工事業者　　　    など

★携行品損害補償特約
☆新価保険特約（携行

品損害補償特約用）
セット

携行品損害保険金
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保険金の種類

セットする特約 特約の説明

保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

オ
プ
シ
ョ
ン

ガン診断保険金額の全額
をお支払いします。ただ
し、保険期間中１回に限り
ます。

医師※によって、病理組織学的所見（生検）
により特約記載のガン（悪性新生物）※に罹
患したことが診断され、治療※を開始された
場合（保険期間中にガンと診断された場合
に限ります。）

（注）病理組織学的所見（生検）が得られな
い場合、他の所見による診断も認める
ことがあります。

疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」（（注）を除
きます。）のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。
●ガン診断時が、この保険契約の始期日（＊）からその日を含め

て９０日が経過した日の翌日の午前０時より前の場合
●既に保険金をお支払いしたガンの再発・転移によるガン（既

に保険金をお支払いしたガンと同じ部位に再発したガンを含
みます。）

など
（＊）この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継

続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故
意または重大な過失によるケガ※

●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使

用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ（ただし、引受保

険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである
場合には、保険金をお支払いします。）

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガ
は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、
保険金の支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他

の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的
他覚所見※のないもの

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべ
きケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。）

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって生じた肺炎
●別記（P21）の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●別記（P21）の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

被保険者が負担された次
の費用を被保険者にお支
払いします。
ア．先進医療に要する費

用（基礎的療養部分
に対し給付される保
険外併用療養費（＊）を
除きます。）

イ．先進医療を受けるため
の保険医療機関との
間の交通費（転院、退
院のための交通費を
含みます。）

ウ．先進医療を受けるため
の宿泊費（１泊につき
１万円限度）

（＊）これに相当する家族
療養費を含みます。

（注1）加害者等から支払
われる損害賠償金
などがある場合は、
被保険者が負担さ
れた費用から差し
引きます。

（注2）保険金のお支払額
は、保 険 期 間を通
じ、先 進 医療費用
保険金額が限度と
なります。

（注3）補償内容が同様の
保険契約（異なる保
険種類の特約や引
受保険会社以外の
保険契約を含みま
す。）が他にある場
合、補償の重複が生
じることがありま
す。補償内容の差異
や 保 険 金 額、加 入
の要否をご確認い
ただいたうえでご加
入ください。

ケガ※または病気※の治療※のため、保険期
間中に日本国内において先進医療（＊１）を受
けた場合で、被保険者が先進医療に伴う
費用を負担されたとき。

（注）【継続加入において、継続前後でご
契約のお支払条件が異なる場合の
ご注意】

先進医療に伴う費用を補償する加入タイプ
に継続加入の場合で、ケガの原因となった
事故発生の時または病気（＊2）を発病※した
時がこの保険契約の保険期間の開始時よ
り前であるときは、先進医療費用保険金の
お支払額は次の①または②の金額のうち、
いずれか低い額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または

病気を発病した時の保険契約のお支払
条件で算出した金額

②この保険契約のお支払条件で算出した
金額

ただし、ケガの原因となった事故発生の時
または病気（＊2）を発病した時が、そのケガま
たは病気によって先進医療を開始した日か
らご加入の継続する期間を遡及して１年以
前であるときは、②により算出した額をお支
払いします。

（＊１）「先進医療」とは、厚生労働省告示に
基づき定められている評価療養のう
ち、別に厚生労働大臣が定めるもの

（先進医療ごとに別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合する病院ま
たは診療所において行われるものに
限ります。）をいいます。医療技術、医
療機関および適応症等が先進医療
に該当しない場合、支払対象外となり
ます。なお、先進医療の対象となる医
療技術、医療機関および適応症等
は、一般の保険診療への導入や承認
取消等の事由によって、変動します。受
療された日現在において、先進医療に
該当しない場合、お支払いの対象外と
なります。

（＊2）先進医療の原因となった病気と医学上
因果関係がある病気※を含みます。

疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただ
し、疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の（注）を次
のとおり読み替えます。

ケガの治療のため先進医療を受けた場合は、次のとおりです。

（注）保険期間の開始時（＊5）より前に被ったケガまたは発病※し
た病気（＊4）については保険金をお支払いしません。
ただし、先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続
加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時また
は病気を発病した時が、そのケガまたは病気による先進医
療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して１
年以前であるときは、保険金をお支払いします。

（＊4） その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
（＊5） 先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続加

入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保
険期間の開始時をいいます。

（☆） 疾病保険金（疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金、疾病通院保険金）
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院（＊1）の原因となった病気（＊2）を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時よ
り前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額

ただし、病気（＊2）を発病した時が、その病気による入院（＊1）を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した
額をお支払いします。

（＊1）疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病
入院が開始したものとみなします。

（＊2）疾病入院（＊1）の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。

●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえ

ば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※（これと医学上因果関係が

ある病気※を含みます。）によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。
●「ガン（悪性新生物）」には、上皮内新生物を含みます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を

保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。）をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
（＊）いずれもそのための練習を含みます。

●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（＊）を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。

　①細菌性食中毒　②ウイルス性食中毒
（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいます。
 ・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱
 ・長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。）。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
 ・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったも
　のまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設

で、9ホール以上を有するものをいいます。
●「再調達価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。

●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある
場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊1）。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、
骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

②先進医療※に該当する診療行為（＊2）

（＊1）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象
として列挙されているものを含みます。

（＊2）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査
等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの
（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象とな
る医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。

※印の用語のご説明

特約の説明
ガン診断保険金
★ガン診断保険

金補償特約
☆診断保険金支

払後契約の取
扱いに関する
特 約（ガン診
断保険金補償
特約用）セット

☆保険金の請求に
関する特約セット

先進医療費用
保険金

★先進医療費用
保険金補償特
約

☆特定精神障害
補償特約セット

三大疾病診断保険金額
の全額をお支払いします。
ただし、保険期間中１回に
限ります。

医師※によって、特約記載の三大疾病（ガン
（悪性新生物）※、急性心筋梗塞、脳卒中を
いいます。）に罹患、発病※したことが診断さ
れ、治療※を開始し、下表の支払要件を充足
した場合（保険期間中に三大疾病と診断さ
れた場合に限ります。）

ガン（悪性新
生物）に罹患
したこと。

急性心筋梗
塞を発病し
たこと。

脳卒中を
発病した
こと。

急性心筋梗塞の診療を受けた日
からその日を含めて６０日以上労
働の制限を要する状態が継続し
たこと。

－

脳卒中の診療を受けた日から
その日を含めて６０日以上言語
障害などの他覚的な神経学的
後遺障害が継続したこと。

疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」（（注）を除
きます。）のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。
●ガン診断時が、この保険契約の始期日（＊）からその日を含め

て９０日が経過した日の翌日の午前０時より前の場合
●既に保険金をお支払いしたガンの再発・転移によるガン（既

に保険金をお支払いしたガンと同じ部位に再発したガンを含
みます。）

●既に保険金をお支払いした急性心筋梗塞または脳卒中（これ
と医学上因果関係がある急性心筋梗塞または脳卒中を含み
ます。）

など
（＊）この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継

続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。

三大疾病診断
保険金

★三大疾 病診
断 保険金補
償特約

☆診断 保険金
支払後契約の
取扱いに関す
る特約（三大
疾病診断保
険金補償特
約用）セット

☆保険金の請
求に関する特
約セット

支払要件支払事由

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政
治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行
動をいいます。

条件付戦争危険等免責に
関する一部修正特約
（自動セット）

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。天災危険補償特約
（F1、F2、F3、P1、P2、P3セット）

被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者（補償の対象者）の範囲」に記載のとおり変更します。家族型への変更に関する特約
（F1、F2、F3セット）

被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わっ
て保険金を請求することができます。

（注）被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族（6親等内の血族および3親等内
の姻族をいいます。）が被保険者に代わって保険金を請求することができます。

保険金の請求に関する特約
（自動セット）

本特約が適用される傷病名 ・ガン（悪性新生物）※　・三大疾病

適用される保険金の名称 ・疾病入院保険金　・疾病通院保険金

適用される保険金の名称 ・疾病入院保険金　・疾病通院保険金
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トッパングループＱＱ隊（「傷害＋病気保険」）
ご加入にあたってのご注意事項
（必ずお読みください）

行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令によ
る保険料となりますのでご了承ください。）

●＜中途加入時の取扱いについて＞
　毎月20日までにお申込みの場合、翌月1日午前0時より補償開始となり

ます。終期はいずれの場合も2019年11月1日午後4時です。
●＜保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡＞

保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保
険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案
内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以
内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、ま
たは事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって
被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

●＜保険金支払いの履行期＞
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊1）をご提出いただいてからその
日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認（＊2）

を終えて保険金をお支払いします。（＊3）

●この保険は凸版印刷株式会社が保険契約者となる団体契約であり、保険
契約者より加入をご案内しています。被保険者が保険料を負担される場
合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に支払います。な
お、保険契約者が保険会社に保険料を支払わなかった場合には、保険契
約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者ま
たは被保険者がご加入の取消等をされた場合、保険会社は返還保険料を
保険契約者にお支払いします。

●この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。引受保険会社
は、それぞれの引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険
契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険
会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。

　三井住友海上（幹事会社）、東京海上日動火災、あいおいニッセイ同和損
保、損保ジャパン日本興亜　

　（なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します）
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切

に保管してください。
●お申込人となれる方は凸版印刷株式会社およびそのグループ会社に勤務

し毎月給与の支払いを受けている役員・従業員・パート・アルバイトおよび
退職者に限ります。

●この制度で個人型の被保険者（補償の対象者）となれる方の範囲は、凸版
印刷株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・パート・アルバイ
ト・退職者およびその家族（配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および本人と同
居している親族ならびに家事使用人をいいます。）です。

●この制度で家族型の記名被保険者（補償の対象者）本人となれる方の範
囲は、凸版印刷株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・パー
ト・アルバイト・退職者およびその配偶者、子供、両親、兄弟姉妹です。

●＜自動継続の取扱いについて＞
前年からご加入の皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連
絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたタイ
プ・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。（ご年令の進

・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとし
て、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっております
ので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。

【傷害保険金】
保険金、解約返れい金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生
した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は
100％補償されます。
【疾病保険金、ガン診断保険金、三大疾病診断保険金】
保険金、解約返れい金等は90％まで補償されます。ただし、破綻前に発生
した事故による保険金は100％補償されます。
【上記以外の保険金】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険
会社または取扱代理店までお問い合わせください。

●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保
険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの
保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運
営する契約内容登録制度への登録を実施しております。

●＜税法上の取扱い＞（2018年7月現在）
お支払いいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険
料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高
40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象
額から控除されます。

●個人賠償責任、ホールインワン・アルバトロス費用、携行品損害、先進医
療費用をセットされる場合は、補償内容が同様の保険契約（団体総合生
活補償保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外
の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあ
ります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保
険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金
が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認
いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。

（＊1）

（＊2）

（＊3）

保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書
類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険
者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有
無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支
払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果
の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が
適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要
な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支
払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびそ
の確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に
通知します。

（注1）

（注2）

傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。 
特に「ケガのみ」のタイプの場合、保険料控除の対象となる保険料
はありませんので、ご注意ください。                    
なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合が
ありますので、ご注意ください。

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の
審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険
会社のグループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保
険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査およ
び保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・
サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービ

ス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスク
マネジメントサービス

②提携先等の商品・サービスのご案内の例
自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の
利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と
認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範
囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保
険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含
む）に提供することがあります。
○契約等の情報交換について

引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険
契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団
法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等
の間で、登録または交換を実施することがあります。

○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約
の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のため
に、再保険引受会社等（海外にあるものを含む）に提供することが
あります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、
引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等について
は、三井住友海上ホームページ（http://www.ms-ins.com）または引受保
険会社のホームページをご覧ください。

【個人情報の取扱いについて】

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱い
を行うことに同意のうえお申し込みください。

●＜保険金のご請求時にご提出いただく書類＞
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みま
す。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求め
る書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店また
は引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための

資料（住民票、健康保険証（写）　等）
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認す

る書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただく
ようお願いすることがあります。

●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特
約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へ
ご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠
償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払い
できないことなどがありますのでご注意ください。

●＜示談交渉サービス＞
　日本国内において発生した、個人賠償責任危険補償特約の対象となる賠

償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られ
れば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受い
たします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われ
る場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求
することもできます。
＜示談交渉を行うことができない主な場合＞
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個

人賠償責任危険補償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への

協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提

起された場合
●＜代理請求人について＞

高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を
請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理
人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居
または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」といいます。詳細
は（注）をご参照ください。）が保険金を請求できることがあります。詳細は
取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容
については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を

請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保
険金を請求できない事情がある場合

「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の3親等内の親
族」

（＊）法律上の配偶者に限ります。
●この保険の保険期間は１年間となります。保険金請求状況等によって

は、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させてい
ただくことがあります。あらかじめご了承ください。

●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度また
は保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約
につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受
に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の
補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続
加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。

●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定にあたっ
ては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いしま
す。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、医
師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

●傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に
は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

（法定相続人以外の方に定める場合には別途取扱代理店または引受保
険会社までご連絡ください。）

●傷害死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
●＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞

・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の
状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお
支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。

（＊1）
（＊2）
（＊3）
（＊4）

ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）をいいます。
グライダーおよび飛行船を除きます。
職務として操縦する場合を除きます。
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機（パラプレーン等をいいます。）を除きます。

補償対象外となる運動等／補償対象外となる職業／補償対象外となる主な「携行品」
補償対象外となる運動等

山岳登はん（＊1）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊2）操縦（＊3）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊4）搭乗、ジャイロプレーン搭乗

補償対象外となる職業
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボート（水上オートバイを含みます。）競争選手、猛獣取扱
者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士

その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

補償対象外となる主な「携行品」
船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハン
ググライダ－・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・そ
の他の携帯式パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、有価証券（小切手は補償の対象となりま
す。）、印紙、切手、預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。）、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、漁具（釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣
具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。）、稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿
 など

その他これらに類する危険な運動

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンま

たはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※の診断（＊）による発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見されることをいいます。
（＊）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。

●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為

（注）①の診療行為は、放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。また、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算
定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインした

ボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。
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■同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去3年以内に合計して5
万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票
の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。

（＊）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償
保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他
の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。

重要事項のご説明
契約概要のご説明（団体総合生活補償保険（標準型）　団体総合生活補償保険（MS&AD型））

商品の仕組みおよび引受条件等
（1）商品の仕組み

1

ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ）1

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願
いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点

については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行って

おります。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

この保険は、被保険者（補償の対象者）が事故によりケガをされた場合
に保険金をお支払いします。被保険者の範囲によって契約プランをお選
びいただくことができます。特約をセットすることで、携行品損害、賠償
責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
●被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。

被保険者（補償の対象者）には、ご加入時に危険に関する重要な事項として
引受保険会社が告知を求めたもの（告知事項）について事実を正確に告知
いただく義務（告知義務）があり、取扱代理店には告知受領権があります

（取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただ
いたものとなります。）。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついて
いる項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事
実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解
除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内
容を必ずご確認ください。
団体総合生活補償保険（標準型）のご加入では次の事項について十分ご
注意ください。
①被保険者（＊）の「職業・職務」
（＊）家族型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。

②他の保険契約等（＊）に関する情報
（＊）同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償

保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。ま
た、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等
を含みます。

（2）補償内容

①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額
パンフレットP16-21をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）

保険金をお支払いする場合はパンフレットP16-21のとおりです。詳細は
普通保険約款・特約に基づきます。

（3）セットできる主な特約および概要
パンフレットP16-21をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険
約款・特約に基づきます。

（2）ご加入後における注意事項（通知義務等）
団体総合生活補償保険（標準型）にご加入後、被保険者に次に掲げる事
実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご
通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いでき
ないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご
注意ください。
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、①または②のいずれかにおいて、下記の＜ご契約の引受範囲外＞
に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約
を解除します。

（3）その他の注意事項

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

保険料2
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・被保険者（補償の対象者）
の方の年令等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく
保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。

保険料の払込方法について3
パンフレット表紙をご参照ください。
分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。

満期返れい金・契約者配当金4
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

解約返れい金の有無5
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間の
うち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしま
す。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料
の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注
意喚起情報のご説明」の「7．解約と解約返れい金」をご参照ください。

パンフレットP16-21をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・
特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

〈団体総合生活補償保険（MS&AD型）〉

〈団体総合生活補償保険（標準型）〉

＜ご契約の引受範囲＞

＜ご契約の引受範囲外＞
下記以外の職業

この保険は、被保険者（補償の対象者）が病気になられた場合等に保
険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方およ
び被保険者の範囲は次のとおりです。

団体総合生活補償保険（MS&AD型）のご加入では次の事項について十分
ご注意ください。
①他の保険契約等（＊）に関する情報
（＊）同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保

険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、
他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含
みます。

②被保険者の「生年月日」「年令」
③被保険者の健康状況告知

配偶者
加入タイプ

その他親族（＊3）
被保険者の範囲（○：被保険者の対象　－：被保険者の対象外）
本人（＊2）

本人型
家族型（＊1）

○ － －
○ ○ ○

本人（＊1）
本人型

加入タイプ

○

被保険者の範囲（○：被保険者の対象　－：被保険者の対象外）

本人（＊1）のうち、健康状況告知の結果、
ご加入できると判定された方

疾病補償特約
ガン診断保険金補償特約
三大疾病診断保険金補償特約
先進医療費用保険金

補償特約

個人賠償責任危険
補償特約

主な特約 特約固有の被保険者の範囲

注意喚起情報のご説明（団体総合生活補償保険（標準型）　団体総合生活補償保険（MS&AD型））

●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ず
お読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点

については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行って

おります。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

この保険は凸版印刷株式会社が保険契約者となる団体契約であるこ
とからクーリングオフの対象となりません。

告知義務・通知義務等2

（1）ご加入時における注意事項
（告知義務－加入申込票の記入上の注意事項）

■保険金受取人について

傷害死亡
保険金

上記以外

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただ
く必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内
ができないことになります。

・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定
めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支
払いします。

（注）傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の
方に定める場合、被保険者の同意を確認する
ための署名などをいただきます。なおこの場
合、保険契約者と被保険者が異なるご契約
を被保険者の同意のないままにご契約され
ていたときは、保険契約が無効となります。ま
た、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変
更する場合も、被保険者の同意を確認するた
めの署名などをいただきます。

・普通保険約款・特約に定めております。

保
険
金
受
取
人

（4）保険期間
この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく
保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。

（5）引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意

喚起情報のご説明」の「2．（2）ご加入後における注意事項（通知義務等）」
＜ご契約の引受範囲＞＜ご契約の引受範囲外＞をご参照ください。（団体
総合生活補償保険（標準型）のみ）

●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフ
レットP3-6の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約
等にてご確認ください。

・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照らして
適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない
保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。

■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当する
ときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約（＊）の解約を求めることが
できます。この場合、保険契約者はこの保険契約（＊）を解約しなければな
りません。
①この保険契約（＊）の被保険者となることについて、同意していなかった

場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当す

る行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等

を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他
の反社会的勢力に該当する場合

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と
なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約（＊）

の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険

契約（＊）の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更が
あった場合

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。
その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。

（注）家族型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、また
は被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合に
は、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりま
せん。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後
遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。
b.この保険契約（＊）を解約すること。

（＊）保険契約
　　    その被保険者に係る部分に限ります。

(a)本人（＊1）
(b)本人（＊1）の配偶者
(c)同居の親族（本人（＊1）またはその配偶者
と同居の、本人（＊1）またはその配偶者の
６親等内の血族および３親等内の姻族）

個人賠償責任危険
補償特約

ホールインワン・アルバトロス費用
補償特約（団体総合生活補償保険用）

(d)別居の未婚の子（本人（＊1）またはその配偶者と
別居の、本人（＊1）またはその配偶者の未婚の子）

(e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が
責任無能力者である場合は、その方の親
権者、その他の法定監督義務者および監
督義務者に代わって責任無能力者を監督
する方（＊2）。ただし、その責任無能力者に
関する事故に限ります。

本人（＊1）

本人（＊1）のうち、次のすべてに該当する方
・保険期間の開始時点で満1才以上69才以下の方
・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方

個人賠償責任危険
補償特約

主な特約 特約固有の被保険者の範囲
(a)本人（＊2）
(b)本人（＊2）の配偶者
(c)同居の親族（本人（＊2）またはその配偶者
と同居の、本人（＊2）またはその配偶者の
６親等内の血族および３親等内の姻族）

(d)別居の未婚の子（本人（＊2）またはその配
偶者と別居の、本人（＊2）またはその配偶
者の未婚の子）

(e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が
責任無能力者である場合は、その方の親
権者、その他の法定監督義務者および監
督義務者に代わって責任無能力者を監督
する方（＊4）。ただし、その責任無能力者に
関する事故に限ります。

（＊1）
（＊2）

加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力
者の６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族に限ります。

（注）告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案
内」をご覧ください。

（注）同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるも
のをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合
は、ここでいう同居には該当しません。

■特約の補償重複
次表の補償などのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約（団
体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会
社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償が重複することが
あります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの
保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険
金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確
認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえでご加入ください。

（注）１契約のみに特約をセットした場合、ご加入を解約したときや、家族
状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対
象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご
注意ください。

（＊1）
（＊2）

（＊3）

（＊4）

家族型には「家族型への変更に関する特約」がセットされます。
加入申込票の被保険者欄記載の方（家族型の場合においては被
保険者ご本人）をいいます。
家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等

内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力
者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。

（注）同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるも
のをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合
は、ここでいう同居には該当しません。
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今回ご加入いただく補償

団体総合生活補償保険
（標準型）（MS&AD型）

個人賠償責任危険補償特約
自動車保険

日常生活賠償特約

団体総合生活補償保険
（標準型）（MS&AD型）

ホールインワン・アルバトロス費用
補償特約（団体総合生活補償保険用）

ゴルファー保険
ホールインワン・アルバトロス

費用補償特約

補償の重複が生じる
他の保険契約の例

補償の開始時期3
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット表紙記載
の方法により払込みください。パンフレット表紙記載の方法により保険料
を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険
金をお支払いしません。

保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

4

パンフレットP16-21をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合
の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記
載されておりますのでご確認ください。

（2）重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない
ことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等

を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と

なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険

契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

失効について6
ご加入後に、被保険者（家族型においては被保険者全員）が死亡された
場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお
支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過
期間分の保険料を返還します。

ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、取扱代理店または引受保険
会社に速やかにお申出ください。
・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還さ

せていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よ
りも少なくなります。

・始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべき保
険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。

解約と解約返れい金7

パンフレットP22をご参照ください。

保険会社破綻時等の取扱い8

パンフレットＰ22をご参照ください。

個人情報の取扱いについて9

現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合
には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申

「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
（団体総合生活補償保険（MS&AD型））

10

始期日 解約日 満期日

保険期間

未経過期間

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本
損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

事故は いち早く

【受付時間】 
平日
土日・祝日

9：00～20：00
9：00～17：00

（年末・年始は休業させていただきます。）

〔ナビダイヤル（有料）〕受付時間：平日 9：15～17：00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

（http://www.sonpo.or.jp/）

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター

24時間365日事故受付サービス

「三井住友海上お客さまデスク」

「三井住友海上事故受付センター」

【取扱代理店】
株式会社トッパン保険サービス

0120-632-277（無料）

TEL：03-3835-6741

0120-258-189（無料）

三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは

この保険商品に関するお問い合わせは

指定紛争解決機関

取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
万一、ケガをされたり、病気になられたり、事故が起こった場合は

0570-022-808

保険料の払込猶予期間等の取扱い5

（1）保険料は、パンフレット表紙記載の方法により払込みください。パンフレット表
紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払い
できないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

（2）分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払う
ことにより契約の全部または一部が失効（または終了）したときに
は、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。

②

①

＜補償が重複する可能性のある主な特約＞

［ 引受保険会社（幹事会社） ］
 三井住友海上火災保険株式会社　総合営業第4部第4課
〒101－8011 東京都千代田区神田駿河台3－11－1
 TEL：03-3259-3155　FAX：03-3291-6301

込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
（1）現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項

①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた
保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短
期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あって
もごくわずかです。

②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこと
があります。

（2）新たな保険契約（団体総合生活補償保険（MS&AD型））をお申込み
される場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況な

どによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群に
ついて保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合が
あります。

②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期
間の開始時より前に生じている病気やケガ等に対しては保険金を
お支払いできないことがあります。

③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内
容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、
新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算さ
れた保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険
約款・特約が適用されます。

④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎とな
る予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なること
があります。

契約概要のご説明（所得補償保険）重要事項のご説明

商品の仕組み1

基本となる補償、保険金額の設定等2

●ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いいたします。
●この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・特約）または保険

証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
 （注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。
●申込人と被保険者（補償の対象となる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

（1）商品の仕組み
所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果とし
て就業不能となった場合に、被保険者が被った損失について保険金
をお支払いする保険です。

（2）被保険者の範囲
①所得補償保険は会社員や自営業者の方など、働いて収入（所得）

を得ている方が被保険者となります。ここでいう所得とは、勤労に
より得られるものをいい、利息収入や家賃収入等は含まれません。

②被保険者としてご加入できる方は、始期日時点における年令が満
15才から満64才までの方となります。

（1）保険金をお支払いする場合
主なものを記載しています。また、セットする特約により、「保険金をお支払いする
場合」や「お支払いする保険金の額」が異なることがありますのでご注意くださ
い。なお、所得補償保険金は被保険者の方にお支払いします。詳細はパンフレッ
ト等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。

（3）セットできる主な特約とその概要
セットできる特約を記載しています（別に定める保険料の払込みが必要な場
合があります）。詳細および記載のない特約についてはパンフレット等の該
当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。

（4）保険期間
お客さまの保険期間については､保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

（5）保険金額の設定
①年令や職業・職務などにより引受けの限度額があります。
②所得補償保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度（健康保険法等法律に基づく医療保

険制度をいいます）による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、平均所得額の範囲内で、
適正な額となるように設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額を上
回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

③被保険者が始期日時点で満64才以上の場合には、保険期間終了後、
継続してご加入できませんのであらかじめご了承ください。詳細は保険
契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

（2）保険金をお支払いできない主な場合
主なものを記載しています。詳細はパンフレット等の該当箇所または
ご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。
①保険期間開始時（注）より前に就業不能の原因となった身体障害

を被っていた場合は、保険金をお支払いできません。
※上記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知をして契約した場合」ま

たは「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険
期間開始時（注）よりも前に被ったものである場合」にも適用されま
すのでご注意ください。ただし、保険期間開始時（注）からその日を含
めて365日を経過した後に就業不能の原因となった身体障害を
被った場合には、保険金をお支払いできることがあります。

（注）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

③被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能または被保険者の妊娠も
しくは出産を原因として発生した就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。

④特定疾病等補償対象外の条件で引受保険会社がご契約を引き受けた場合
（｢特定疾病等対象外特約｣がセットされた場合）、保険証券等に記載された
ケガまたは病気による就業不能に対しては保険金をお支払いできません。

平成28年4月

（注1）保険金をお支払いする限度日数で免責期間の終了日の翌日か
らその日を含めて保険証券に記載された期間をいいます。な
お、免責期間とは就業不能が開始した日からその日を含めて、
継続して就業不能である保険証券に記載された日数をいい、こ
の期間に対しては保険金をお支払いできません。

（注2）てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などにより身体障害の程度が大

きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。

（注）被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、
眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

所得補償
保険金

保険金の種類 保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額

身体障害により、保険期間中に就業不能となった場合に、保
険証券のてん補期間（注1）を限度とし、就業不能期間（注2）１か
月について保険証券記載の保険金額をお支払いします。
＊1 平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、平均月間所得

額を就業不能期間1か月についての支払保険金の額とします。
＊2 就業不能期間が１か月に満たない場合または１か月未

満の日数がある場合、その日数については１か月を30日
とした日割計算により支払保険金の額を決定します。

骨髄採取
手術に伴う

入院補償特約（注）

特約の名称 特約の概要
骨髄採取手術を直接の目的として入院していることによ
り、保険証券に記載された業務に全く従事できない場合
についても所得補償保険金をお支払いする特約です。
※初年度契約については１年の待機期間があります。

（注）すべてのご契約に自動セットされます。

②次のいずれかによる就業不能に対しては保険金をお支払いできません。
・治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻

薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害
・被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害
・被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガ

ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ．道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で

自動車または原動機付自転車を運転している間
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの（注）    など

保険料の決定の仕組みと払込方法等3
（1）保険料の決定の仕組み

保険料は、保険金額、職業・職務および年令等により決まります。ま
た、お客さまの保険料については、加入申込票をご確認ください。

（2）保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理
店または引受保険会社までお問合わせください。

解約と解約返れい金5
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、
解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金とし
て返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

満期返れい金・契約者配当金4
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

この書面における主な用語について説明します。

就業不能

平均
月間所得額

身体障害

平均所得額

傷害（「ケガ」といいます）および疾病（「病気」といいます）をいいます。

身体障害を被り、医師の治療を受けていること（入院を含みます）により
保険証券に記載された業務に全く従事できない状態をいいます。なお、死
亡した後、または身体障害が治癒した後は就業不能状態に含みません。

被保険者が就業不能となる直前12か月における被保険者の所得
の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児
または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減
少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。

お申込み直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。

保険商品・契約内容に関するお問合わせ、保険会社等の連絡・相談・苦情窓口や事故時の連絡先
については、「注意喚起情報のご説明」の保険商品・契約内容に関するお問合わせについて、保険
会社等の連絡・相談・苦情窓口についておよび指定紛争解決機関についてをご確認ください。

【保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について】
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その他ご注意いただきたいこと

補償の開始・終了時期6

（1）補償の開始：始期日の午後４時（保険申込書に異なる時刻が記載さ
れている場合はその時刻）に始まります。

（2）補償の終了：満期日の午後４時に終わります。

保険金をお支払いできない主な場合7

「契約概要のご説明」 2基本となる補償、保険金額の設定等（２）保険金
をお支払いできない主な場合をご確認ください。

被保険者からの解約9

被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合
意があるときを除き、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求める
ことができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなり
ません。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。

保険会社破綻時の取扱い10

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みと
して、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻し
た場合の保険金、解約返れい金等は90％まで補償されます。

解約と解約返れい金8

ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受
保険会社までお申し出ください。

（1）解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返
れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分
よりも少なくなります。

（2）始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況に
より、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにもかか
わらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

①特約の追加など、契約条件を変更する場合
②ご加入時に保険金額を平均所得額より高く設定していたこと

が判明した場合
③ご加入後に所得の平均所得額が著しく減少した場合

現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約4

（1）現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計
額よりも少ない金額となります。

（2）新たな契約（所得補償保険）の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業不能の原因となった身

体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料（注）

を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新た
な契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。

（注）保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。

●ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。加入
前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。

●この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・特約）または保険
証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

 （注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。
●申込人と被保険者（補償の対象となる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等について）2

この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はで
きません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。

複数のご契約があるお客さまへ3

被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含み
ます）により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重
複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償
されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※１複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセット

されている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがあ
りますのでご注意ください。

※２補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険
金のご説明」をご確認ください。

この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。

注意喚起情報のご説明（所得補償保険）重要事項のご説明

通知事項 被保険者の職業・職務を変更した場合

告知義務（ご加入時にお申し出いただく事項）1

通知義務（ご加入後にご連絡いただく事項）5

（1）申込人または被保険者になる方には、ご加入時に危険に関する重要な事項と
して、引受保険会社が告知を求めた項目（加入申込票上の「※」印の項目（告
知事項））について、事実を正確に告知する義務（告知義務）があります。

（2）故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項
が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いでき
ないことがあります（注）ので、今一度、告知内容をご確認ください。

（注）下記③に該当した場合は、ご契約を解除することがあります。

（1）申込人または被保険者には以下に記載する通知事項が発生した場
合、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社に連絡する義務（通知義
務）があります。申込人または被保険者の故意や重大な過失により、
次の通知事項について遅滞なく連絡していただけなかった場合、保険
金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。

（2）ご加入後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要と
なります。遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。

（注1）職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し極めて
重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。

（注2）健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康
状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者
ご自身が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名くださ
い。また、回答内容により、契約をお引受けできない場合や、特別な条件付き
でお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、補償内
容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。

（注3）健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険
期間の開始時（＊）から１年以内であれば、ご契約を解除することがあります。ま
た、保険期間の開始時（＊）から１年を経過していても、回答がなかった事実また
は回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時（＊）か
ら１年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

（＊）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
（注4）所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、団体契

約、生命保険、共済契約を含みます。

①被保険者の生年月日、年令、職業・職務（注1）

②健康状態告知（注2）（注3）

③同じ被保険者について身体障害による就業不能に対
して保険金が支払われる他の保険契約等（注4）の有無

告知事項

〔職種級別表（抜粋）〕

※上記に記載のないご職業は、取扱代理店までお問合わせください。

１級

２級

３級

基本級別 職業例

会社役員・管理職（作業危険のない方）、一般事務員、医師、飲
食店主、卸・小売店主・従業員（危険物を取り扱わない方）  など

研究者・技術者（危険物を取り扱わない方）、電気機械器具組立
工（手工）、計器類修理工、食料品製造作業者（手工）、理容師、料
理人、電気機械器具組立工（機械工）、計器組立工、プラスチック
製造成形・加工工（手工）、飲食料品製造作業者（機械工）    など

金属彫刻工、竹細工・つる製品製造工（手工）、かわ製品製造作
業者（手工）、陶磁器成形工、化粧品製造工、板金工、製鋼工、鋳
物工、金属工作機械工、建設作業者、建設機械運転者       など

ご契約内容および事故報告内容の確認について1

保険金のお支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一事故にかかるご
契約の状況や保険金請求の状況等について、損害保険会社等の間で確
認を行うことがありますのであらかじめご了承ください。

税法上の取扱い（平成30年6月現在）4

保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご契約内容によ
り所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合が

ありますので、ご注意ください。

共同保険について6

あいおいニッセイ同和損害保険（株）および他の損害保険会社との共同
保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯す
ることなく単独別個に責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険

（株）は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して
保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務また
は事務を行っています。

個人情報の取扱いについて11

本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。

重大事由による解除3

下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を
解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお
支払いできません。

（1）保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを
目的として身体障害を発生させた場合

（2）保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢
力に該当すると認められた場合

（3）被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行っ
た場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

請求権等の代位について5

所得補償保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害
賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合に、引受保険会社がその
損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に
移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①引受保険会社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合
　被保険者が取得した債権の全額
②上記①以外の場合

被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損
失の額を差し引いた額

（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含
みます。

※所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償
を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれてい
る場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損失の額に対して所
得補償保険金をお支払いします。

無効・取消し・失効について2

（1）保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金
を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合、この保険契
約は無効となり、既に払い込んだ保険料は返還できません。

（2）保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によっ
て契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあり
ます。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。

（3）被保険者が死亡した場合や身体障害以外の原因で業務に従事でき
なくなった場合等については、この保険契約は失効となります。この
場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定に
より返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合
わせください。

事故が発生した場合7

事故の発生1
（1）事故が発生した場合には、30日以内に取扱代理店または引受保険会社

までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって引受保険会社
が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

（2）他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
（3）補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損失に対して

既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いす
る保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり（普通保険約
款・特約）をご確認ください。

＜引受保険会社がお支払いする保険金の額＞（注１）

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、こ
の保険契約の就業不能１か月あたりの支払責任額（注2）をお支払いします。

②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均
月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金
の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約
の就業不能１か月あたりの支払責任額（注2）を限度とします。

（注1）お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件
によっては、上記と異なる場合があります。

（注2）他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また
は共済金の額をいいます。

保険金の支払請求時に必要となる書類等2
被保険者または保険金受取人は、＜別表「保険金請求書類」＞のうち引
受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じ
て＜別表「保険金請求書類」＞以外の書類のご提出をお願いする場合が
ありますので、ご了承ください。
保険金のお支払時期3
引受保険会社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出を受
けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項
の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要
な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお
支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

保険金請求権の時効5
保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保
険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり（普通保険約款・
特約）をご確認ください。

保険金の代理請求4
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記

【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を
請求することができる制度（「代理請求制度」といいます）があります

（被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任し
ている場合は、この制度は利用できません）。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認

めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合　  など

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当す
る方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるよ
うお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受
保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受け
たとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。

http://www.aioinissaydowa.co.jp/

詳細については、
あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ

または各引受保険会社のホームページをご覧ください。

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用する
ほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご
案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険
代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保
険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第53条の
10）により、利用目的が限定されています。

【個人情報の取扱いについて】

【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）

②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情
がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族

③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険
金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者（注）

または上記②以外の３親等内の親族
   （注）法律上の配偶者に限ります。
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ご注意
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます）により、既に被保険
者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否をご判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

（1）保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます）

（2）引受保険会社の定める傷害（疾病・損害など）状況報告書
※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事

故状況を確認するためにこの報告書の他、(4)に掲げる書類も必
要な場合があります。

（3）保険金の請求権をもつことの確認書類
・印鑑証明書、資格証明書　　・戸籍謄本　　
・委任状　　・未成年者用念書 など

書類
の例

（4）所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類
①保険事故の発生を示す書類

・公的機関が発行する証明書（事故証明書など） など書類
の例

②保険金支払額の算出に必要な書類
書類
の例

③その他の書類
・調査同意書（事故またはケガ・病気などの調査を行うために
 必要な同意書） など

・引受保険会社の定める診断書　　
・所得確認書類（源泉徴収票、確定申告書、決算書など） など

書類
の例

＜別表「保険金請求書類」＞

＜引受保険会社＞

所得補償保険の普通保険約款、特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご参照ください。

お支払いする保険金のご説明【所得補償保険】

普通保険約款の補償内容1

1
2 被保険者は、保険証券の「被保険者」欄に記載の方となります。

保険金をお支払いできない主な場合

（1）保険期間開始時（継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時）より前に就
業不能の原因となった身体障害を被っていた場合については、保険金をお支払いできません。

（2）次のいずれかによる就業不能に対しては保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による身体障害
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による身体障害
③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻

薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害
④被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害
⑤戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動による身体障害※1

⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故による身体障害
⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染による身体障害
⑧むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2

⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって
被ったケガ
ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機

付自転車を運転している間
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車

または原動機付自転車を運転している間
⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ　　　　 など

（3）被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能または被保険者の妊娠も
しくは出産を原因として発生した就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。

（4）特定疾病等補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病
等対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券に記載されたケガ
または病気による就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。

※1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては自動セットの特約によ
り保険金お支払いの対象となります。

※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳
波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的
に証明することができないものをいいます。

お支払いする保険金の額

保険金額 就業不能期間の月数（＊）  ×

保険金額 

就業不能期間のうち
1か月に満たない

期間の日数
30

×＋

※保険証券に記載されたてん補期間が限度となります。
※平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、上記算式の

「保険金額」を「平均月間所得額」に読み替えて適用します。
※医学上重要な関係のある身体障害により、就業不能が終了し

た日からその日を含めて６か月以内に再び就業不能になった
場合は、前の就業不能と同一の就業不能として取り扱います。

※保険金または共済金が支払われる他の保険契約
等がある場合において、それぞれの保険契約また
は共済契約の支払責任額（＊）の合計額が、平均月
間所得額を超えるときは、下記の額を就業不能期
間１か月あたりの保険金としてお支払いします。
・ 他の保険契約等から保険金または共済金が

支払われていない場合は、この保険契約の
就業不能期間１か月あたりの支払責任額（＊）

・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払
われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約
等から支払われた保険金または共済金の合計額を
差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業不能
期間１か月あたりの支払責任額（＊）を限度とします。

（＊） 他の保険契約等がないものとして算出した支
払うべき保険金または共済金の額をいいます。

（＊） １か月単位とし、１か月に満たない期間は切り捨てます。

保険金を
お支払いする場合

身体障害により、
就業不能となった
場合

保険金の
種類

所得補償
保険金

（注）保険金支払対象外の身体障害の影響などにより身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間に対して保険
金をお支払いします。

＜用語の解説＞

一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関す
る一般的なご相談に対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に
関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。※ご加入の団体名（凸版印刷株式会社）をお知らせください。「加入者証」等をお持ち

の場合、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。

※おかけ間違いにご注意ください。

あんしん２４受付センター

【取扱代理店】 株式会社トッパン保険サービス　　【電話番号】

【受付時間】　平日　9：00 ～17：00
　　　　　　（土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます）

0120-101-060 （無料）

03-3835-6741

0120-985-024 （無料）

指定紛争解決機関についてお問合わせ、ご相談・苦情がある場合は

保険商品・契約内容に関するお問合わせについて

保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について

引受保険会社との間で問題を解決できない場合は

遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。
事故が発生した場合は

そんぽＡＤＲセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）

〔ナビダイヤル〕 0570-022-808 （全国共通・通話料有料）

被保険者が、身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業不能になった場合に、被保険者が被った損失に対して保険金をお支払いします。
＜ご加入いただく内容に関する確認事項（ご意向の確認）＞

この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情
報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご
記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確
認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなる
よう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修
正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご
不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社
までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いします。

1．被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」「職業・職務」につ
いて、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。

2．「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっている
ことをご確認ください。

3．下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認
ください。
① 補償内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険

金をお支払いできない場合など）

② 保険金額（ご契約金額）（型やパターンなど）
③ 被保険者の範囲（ご本人のみの補償）
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無に

ついては「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることを
ご確認ください。

4．所得補償保険金額は、平均所得額の範囲内で設定されていることを
ご確認ください。
※所得補償保険金額の設定については、「契約概要のご説明」2基

本となる補償、保険金額の設定等（5）保険金額の設定をご確認く
ださい。

5．補償の重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、
ご契約の要否をご確認ください。

●現在ご加入のご契約（満期を迎えるご契約）にご不明な点がある場合に
は、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。

※受付時間［24時間365日］　※ＩＰ電話からは0276-90-8852（有料）におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

※受付時間［平日9:15 ～ 17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
　http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/

【身体障害】とは
急激かつ偶然な外来の事故によるケガと病気（ケガ以外の
身体の障害をいいます）をあわせて身体障害といいます。

【就業不能】とは
被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により保
険証券に記載された業務に全く従事できない状態をいいま
す。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後また
は身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。

（1）その身体障害の治療（＊）のため、入院していること。
（2）上記（1）以外で、その身体障害につき、治療（＊）を受けていること。

（＊）治療とは、医師が必要であると認め、医師が
行う治療をいいます。　　

【てん補期間】とは
免責期間終了日の翌日からその日を含めて保険証券
に記載された期間をいいます。

【免責期間】とは
就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して就業不能である保険証券に記載された日数
をいい、この期間に対しては保険金をお支払いできません。

【就業不能期間】とは
てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。

【平均月間所得額】とは
被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます（＊1）。ただし、就業規則等に基づく出産・育児
または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。

（＊1）被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売
上高・経費等に応じて決定します。

（＊2）給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産
所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。

（＊3）被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。

補償条件に関する主な特約2
普通保険約款の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下表のとおりです。

特約名

骨髄採取手術に伴う
入院補償特約（注）

概要

骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券に記載された業務に全く従事できない場合についても所得補償保険金をお支払いする特約です。
※初年度契約については1年の待機期間があります。

（注）すべての契約に自動セットされます。

平均月間所得額＝（年間収入額（＊2））－（働けなくなったことにより支出を免れる金額（＊3））
12（か月）
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6 お客さまによるご契約内容の確認について

例えばこんな場合･･･

）認承月8年5102（）T418051（1-V4XH GN15D010709（V01-203）所得①

お客さま
チェック欄

告知の内容が正しくないと､ご契約またはご加入（以下「ご契約」とします）が解除になり保険金をお受け取り
いただけない場合があります。以下の説明をすべてご確認・ご理解のうえ正しく告知いただくようお願いします。

1 告知の重要性

お客さま
チェック欄 2 正しく告知されなかった場合の取扱い

お客さま
チェック欄

お客さま
チェック欄

お客さま
チェック欄

お客さま
チェック欄
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○ 取消し後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
○ 既に払い込みいただいた保険料は返還できません。

○ 解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
※ただし、「保険金支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合には、保険金をお支払いすることがあります。

1

例えばこんな場合･･･

健康状態告知についてのご案内　　 健康状態告知書質問事項回答欄のご記入にあたり重要な   事項をご説明します。 健康状態告知書質問事項回答欄にご記入いただく前に必ずご覧ください。

約
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て
し
続
継

際
る
れ
さ

ク

健康状態告知が必要です。
保険金額の増額など補償内容を拡大しますか？

現在の特定疾病等を補償対象外とする条件を
変更しますか？

 補償内容を拡大する
 補償内容は変更なし､または縮小する

 補償対象外条件を変更する
 補償対象外条件なし､または変更しない

健康状態告知は不要です。

ケース1
（同条件で継続）

現在のご契約 継続後のご契約

特定疾病等を補償対象外とする条件なし

ケース2
（増額して継続）

。
ね
と
い
な
し
知
告

※本紙はお客さまご自身でご確認いただくための帳票です。ご提出いただく必要はありません。
※『保険申込書または 約契 明説ごの項事要重『、）紙本（』内案ごのていつに知告態状康健『と』し写の票込申入加

概要のご説明・注意喚起情報のご説明』はお客さまの控えとなりますので、大切に保管してください。

　健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者
ご本人（補償の対象となる方）が、 ｢事実を｣ ｢ありのままに｣ ｢もれなく｣ お答えください。

3 書面によるご回答のお願い
　質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、代理店・扱者への口頭による
ご回答ではなく、書面にてご回答いただくようお願いします。

5 告知内容を確認させていただく場合があります。
　お申込み後または保険金ご請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。

※健康状態告知書質問事項回答欄は保険申込書・加入申込票の一部となっております。代理店・扱者は保険契約の告知受領権
を有しておりますが、代理店・扱者に口頭で回答されても告知をいただいたことになりませんのでご注意ください。

書込申険保「はたま」証者入加「」券証険保「たし載記ていつに容内約契ご、後約契ご　 ・加入申込
票の写し」をご覧いただき、告知内容に誤りがないかのご確認をお願いします。
※特定疾病等を補償対象外とする条件でのご契約については、保険申込書・加入申込票の健康状態告知書質問事項回答

欄の記載によって決定されます（申込時に決定し、個別に引受保険会社から引受条件を通知するわけではありませんの
でご注意ください）。

※万一、告知内容が事実と異なる場合には、ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。

　告知いただく事項は保険申込書・加入申込票裏面「健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事
項回答欄記入要領」に記載しています。もし、故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知され
なかったり、事実と異なることを告知された場合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時（補償の開始
時）（注）から1年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解除させていただくことがあります。
　保険期間の開始時から1年を経過していても、告知されなかった事実、または告知された内容と異なる
事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、保険契約を
解除させていただくことがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始
時からの経過期間に関係なく保険契約を『詐欺による取消し』とさせていただくことがあります。

（注）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

4 傷病歴等を告知された場合の取扱い
　当社では、保険契約者（ご加入者）間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険
金等の支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
　告知内容によってはご契約をお断りすることや特定疾病等対象外特約をセットすることにより「特定疾病
等補償対象外」等の特別な条件を付けてお引き受けすることがあります（傷病歴等がある方を全てお断りす
るものではなく、また、傷病の状況によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります）。
　● 傷病歴等を告知された場合の取扱い (引受条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます)

特別な条件なしで
お引き受けします。 2 特定疾病等を補償対象外とする

条件でお引き受けします。 3 お引き受けできませんので
ご了承ください。

お客さま
チェック欄 7 健康状態の告知が必要な方
健康状態告知書質問事項回答欄にご回答いただく必要のある方は、以下のいずれかに該当する方です。

保険金額の増額など補償内容の拡大に伴い改めて健康状態告知をした結果、特定疾病等を補償対象外とする条件となった場合、その条件
は増額等の拡大された補償部分だけでなく、継続後の補償全体に対して適用されます。

現在は特定疾病等を補償対象外とする条件なしで契約。ただし、先日の健康診断で異常を指摘されている（告知事項に
該当する）ケース

例えばこんな場合･･･ 数年前に告知した際、質問2の「過去5年以内に入院したこと、または手術（内視鏡手術等を含みます）を受けたことがある」に
該当したため特定疾病等を補償対象外とする条件となったが、その後一切病気をすることもなく健康を保ち、現時点で告知
すればすべての告知回答が「いいえ」となるケース

前契約と同条件で継続する場合、告知は不
要で特定疾病等を補償対象外とする条件も
付きません。

保険金額を増額する場合は告知が必要で
す。告知の結果、特定疾病等を補償対象外
とする条件が付いた場合は、継続後の補償
全体に対して適用されます。

● 今回新たに契約される方
● 継続して契約される際に、保険金額を増額するなどの変更（注）をされる方

（注）健康状態に関する告知の対象となる補償項目について、保険金額を増額される場合、てん補期間を延長される場
合、特定疾病等を補償対象外とする条件を変更される場合などが該当します。

※前契約からすべての条件を変更することなく継続して契約される方は、新たに告知いただく必要はありません。

お客さま
チェック欄 8 再告知の取扱い
　特定疾病等を補償対象外とする条件でご契約いただいている方は、新たに告知しなおすこと（再告知）によって、継続後の
引受条件を変更できることがあります。継続して契約される際には現在の引受条件をご確認ください。

※保険申込書・加入申込票の「疾病コード」欄に「A1」～「Y1」のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は「健康状態告知書質問事
項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」または裏面の『病気・症状一覧表の解説』をご参照ください。また、「病気・症状一覧表」にある

「A1」～「Y1」以外のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は本紙裏面『「疾病コード」欄に関するご注意』をご参照ください。
※継続後の引受条件を変更される場合は、現在の引受条件にかかわらず保険申込書または加入申込票裏面「健康状態告知書質問事項および健康状態

告知書質問事項回答欄記入要領」または本紙裏面「病気・症状一覧表の解説」を参照し、再告知をしてください。
※再告知をした場合は、前記1～7が適用されますので、ご注意ください。

契約申込み時点では健康だったが、その後保険期間の開始時より前に発病と診断され、保険期間の開始時より後にその病
気によって就業不能となったケース

お客さま
チェック欄 9 その他ご注意いただきたい事項
　正しく告知をいただいた場合でも、保険期間の開始時より前に原因が発生した病気やケガについては、保険金をお支払いできません（ただし、
保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約のセットにより、ご契約後1年を経過した場合は保険金をお支払いできることがあります）。

　そのほかにも、「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」には、ご契約に際して特にご確認いただき
たいことを記載しております。ご契約をお申込みの前に必ずお読みください。

ご注意ください

特定疾病等を補償対象外とする
条件が付くと全体に適用される

増額増額

所得補償保険

『詐欺による取消し』
となった場合

告知義務違反により
保険契約が解除された場合

特定疾病等を補償対象外とする条件なし

特定疾病等を補償対象外とする条件なし
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健康状態告知書質問事項回答欄の解説 健康状態告知書質問事項回答欄の書き方や用語をご説明しています。   なお、健康状態告知書質問事項回答欄にご記入いただく前に、表面｢健康状態告知についてのご案内｣を必ずお読みください。

＜質問1＞
問質ごるす関に」病尿糖「」んが「　

健康状態告知書質問事項は以下のとおりです健康状態告知書質問事項は以下のとおりです 病気・症状一覧表の解説病気・症状一覧表の解説

●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。
① 白・腫肉・んが内皮上、いいを物生新性悪（」んが「にでま今

血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます）
にかかったことがある。または、現在医師から「がん」の検
査を受けるように指示されている。

② 診と」常異能糖耐「」症糖血高「」病尿糖「らか師医にでま今
断されたことがある。または、現在医師からこれらの検査
を受けるように指示されている。

＜質問2＞

完治している場合は告知不要の病気・症状

　最近の健康状態・既往症に関するご質問

●以下の①～③いずれかに該当する項目はありますか。
①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療（医師の指示に

よる服薬を含みます）を受けたこと、または検査・治療・入
院・手術をすすめられたことがある。

②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは医師による
診察の結果、異常（要検査・要精密検査・要治療・要経過観
察）を指摘されたことがある（検査や治療の結果、「異常な
し」となった場合を除きます）。

③過去5年以内に、入院したこと、または手術（内視鏡手術等
を含みます）を受けたことがある。

※ただし、後遺症のないケガおよび下記「完治している場合は告知
不要の病気・症状」に該当する病気・症状は告知不要です。

＜質問3＞
　女性の方で「妊娠に伴う身体障害補償特約」の
　セットを希望される場合のみのご質問

●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。
①今までに妊娠または分娩に伴う病気・症状（帝王切開を含

みます）で医師の治療を受けたことがある。
　※下記「妊娠または分娩に伴う病気・症状の例」をご参照ください。

②現在、妊娠している。

①について、悪性・良
性の区別がつかない
場合は、検査結果が出
た後にお申込みくださ
い。

「要検査」または「要精
密検査」の指示を受け
ており、現在病名が確
定していない場合に
は、検査を受検し、正
式な病名（診断名）が
確定した後にお申込み
ください。

「医師」には歯科医師を
含み、柔道整復師・指
圧師・鍼灸師は含みま
せん（以下の質問も同
様です）。

「早産」とは、妊娠22週
から37週未満の分娩
をいいます。

「流産」とは、妊娠22週
未満で、胎芽・胎児が
子宮外に出てしまうこ
と（子宮内で死亡して
いる場合を含みます）
をいいます。

「手術」には、内視鏡・
腹腔鏡・レーザー・カテ
ーテル・超音波・衝撃波
によるものなどを含み
ます。なお、入院の有
無は問いません。

感冒（かぜ）、インフルエンザ、急性胃腸炎、急性へんとう炎、急性咽頭炎、
急性喉頭炎、急性気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、結膜炎、
花粉症、アレルギー性鼻炎、じんましん、そけいヘルニア、虫歯

●「医師の診察・検査」には定期健康診断や保険契約の申込みに伴う医師の診査を含みません。
　また、診察・検査を受けた結果、「異常なし」となった場合を除きます。
●「医師の治療」には投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法などを含みます。
●「医師の指示による服薬」とは、医師から薬を処方（指示）されていること（自己判断により服薬していない

場合も含みます）をいいます。
　※薬には、点眼薬、吸入薬、座薬、自己注射などを含みます。

上記「病気・症状一覧表」に該当する病気・症状がない場合、  その病気・症状の具体的名称をご記入ください。
「病気・症状一覧表」の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体   名を「疾病・症状名」欄に記入されてご契約いただいたときは、保険申込書・加入申込票の提出後であっても、保険期間の開始時から条件の訂正またはご契約の
取消しをさせていただくことがあります。

「疾病・症状名」欄記載時のご注意「疾病・症状名」欄記載時のご注意

継続して契約される方で、「疾病コード」欄に以下の   印字がある場合、対象外となる疾病の範囲は下表のとおりです。

「疾病コード」欄に関するご注意「疾病コード」欄に関するご注意

ミギメハクナイショウ（右目白内障）
コウジョウセン（甲状腺）
イセツジョジュツ（胃切除術）
ハツネツ（発熱）

部位の左右などは特定せず、病名のみ「ハクナイショウ」のように記載してください。
部位名でなく、病気・症状名を記載してください。
手術名でなく、原因となった病名を記載してください。
原因となった病名を記載してください。

病気・症状名のみをご記入ください。
診断された経緯や状況などは記入しないでください。

所得補償保険

「医師の診察・検査・治療」について

●心脳内の血管の障害で急激に発症する病気の総称で
す。脳出血（血管が破れること）や脳こうそく（血管が詰ま
ること）は脳卒中の一種です。

「脳卒中」について

●心臓の拍動に早い（頻脈）、遅い（徐脈）、不規則（期外収
縮）などの異常が生じることをいいます。

「不整脈」について

精のどな」症調失合統「」病躁「」病つう「、はに害障神精●
、かほの症経神のどな」害障応適「」害障クッニパ「、病神
」害障達発「」害障的知「」応反因心「」害障眠睡性質器非「

などが含まれます。
●具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に

定められた分類項目中の分類コードＦ00からＦ99に規
定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働
省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計
分類提要ICD－10（2003年版）準拠」によります。

「精神障害」について

●具体的な例は左表のとおりですが、最新の内容は「難病
情報センター」ホームページ

　（http://www.nanbyou.or.jp/）をご確認ください。
●なお、メニエール病は「疾病・症状名」欄に病名を記載す

ることでご契約いただけます。

厚生労働省指定の難病について

●医師から処方（指示）されていない市販の薬（かぜ薬、胃腸薬など）の服用
●市販のビタミン剤の服用など、病気の治療ではなく健康増進のための行為　
●メタボリック健診の指摘
●「完治している場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状の治療

。すまいいを態状たれわいといなが要必の察観過経や療治らか師医、りなくなが状症、はと」治完「 ※　

告知の対象とはならないケース

妊娠または分娩に伴う病気・症状の例
異常妊娠（子宮外妊娠など）、異常分娩（帝王切開分娩など）、妊
娠悪阻（つわりの重いもの）、妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）、流
産、早産、切迫流早産　など

誤った記載例 解説

病　　気　　･　　症　　状　　一　　覧　　表
A群
A1

●高血圧症（医師の治療を受
けている場合、または治療を
受けていない場合でも最低血
圧１１０ミリ以上の場合）

●高脂血症・脂質異常症（高
コレステロール血症を含
みます）

●不整脈（心房・心室細動、
心室頻拍、脚ブロックなど）

●先天性心疾患（心房・心室
中隔欠損症、動脈管開存
症、大動脈縮窄症、ファ
ロー四徴症など）

●肺がん
●咽頭がん
●結核
●肺気腫
●間質性肺炎
●肺線維症
●気管支
　ぜん息

●肺炎
●じん肺
●けい肺
●肺のう胞
●自然気胸
●慢性
　気管支炎
●気管支
　拡張症
●胸膜炎
　（肋膜炎）

●脳卒中(脳出血､くも膜下
出血､脳こうそく､脳血栓､
脳塞栓、一過性脳虚血発
作（TIA）など）

●脳腫よう 　●狭心症
●動脈硬化症 　●心筋症
●動脈狭窄症 　●心不全
●動脈瘤 
●心筋こうそく
●心臓弁膜症

●胃・腸
　のがん
●食道がん
●かいよう性
　大腸炎
●クローン病

●肝臓の
　がん
●肝硬変
●慢性肝炎
●Ｂ型肝炎
●Ｃ型肝炎

●腎臓・膀胱・
　前立腺
　のがん
●慢性
　腎不全
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●のう胞腎
●尿毒症

●精神障害（うつ病などの精神
病や神経症、アルコール・薬
物依存症を含みます）

●膠原（こうげん）病
●血友病
●カリエス
●厚生労働省指定の難病
　（ただし、メニエール病を除き

ます）

●胆のう・
　すい臓
　のがん
●すい炎

パーキンソン病関連疾患、全
身性エリテマトーデス、強皮
症、皮膚筋炎／多発性筋炎、
特発性血小板減少性紫斑病、
網膜色素変性症、脊髄小脳変
性症（多系統萎縮症を除く。）、
サルコイドーシス、ベーチェッ
ト病、原発性胆汁性肝硬変
 など

●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群

●急性
　腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・

尿路などの
　結石
●前立腺
　肥大症

●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸部
　異形成
●卵巣のう腫

●急性肝炎
●肝肥大
●黄疸

●胆のう
　ポリープ
●胆のう炎
●胆石（症）
●胆管結石

●胃・腸の
　かいよう
　または
　ポリープ

●子宮がん
●卵巣がん

●リウマチ（関
節リウマチ、
リウマチ熱、
リウマ チ 性
心疾患）

●脊椎カリエス
●後縦靱帯
　骨化症
●筋ジストロフ

ィー症
●重症筋無力症

欄
甲

欄
乙

脳・循環器系の
疾病

呼吸器系の
疾病

消化器系の
疾病

腎臓・泌尿器系
の疾病

婦人科系
の疾病

骨・筋肉の
疾病

K群

その他の
疾病

肝臓系
の疾病

胆のう・
すい臓系
の疾病

B群
X1

C群
C1

D群
D1

F群
F1

E群
E1

H群
H1

I群
Y1

厚生労働省指定の難病の例
（2015年1月現在）

コウジョウセンキノウテイカショウ

疾病・症状名（カタカナ）
（R0の場合のみ記入）

コウジョウセンキノウテイカショウ

疾病・症状名（カタカナ）
（R0の場合のみ記入）

「疾病コード」欄に右記の「A2」
～「X6」のコードが印字されて
いる場合
該当した病気・症状が属する群全
体の病気・症状が補償対象外とな
っています。

「疾病・症状名」欄に疾病名が印字されている場合
「疾病・症状名」欄に印字された病気・症状が補償対象外
となっています。

（例）
疾　病
コード

「疾病コード」欄に右記の「67」
～「R0」のコードが印字されて
いる場合
該当の病気・症状（コード番号）
が補償対象外となっています。

（例）

疾　病
コード

疾　病
コード

（例）

（例）

コード番号
白内障67 メニエール病

梅毒などの性病
貧血症
痔疾
蓄膿症

79
80
89
91
92

中耳炎93
骨髄炎94

バセドウ病
頭部外傷による後遺症
腸閉塞
職業病

95
96
97
98

90

R0

68
69
70
72
74

緑内障
椎間板ヘルニア
腰痛症（ぎっくり腰など）
頸椎捻挫（むちうち症）
神経痛

75 関節リウマチ

「疾病・症状名」欄に具
体名を記載された病気・
症状

Ａ６

６７

R

A2

甲
の】
群
A
【の
」
表
覧一
状
症・
気
病
「記
上

欄

状
症・
気
病
の
載
記
欄
乙
び
よ
お

●脳卒中
●脳出血
●脳梗塞
●脳軟化
●心臓弁膜症
●心筋こうそく
●狭心症
●脳血栓
●動脈硬化症
●動脈閉塞症
●高血圧症

循環器

A4

●脳卒中
●脳軟化
●脳出血
●くも膜下
　出血
●脳血栓
●脳塞栓
●心筋こうそく
●狭心症
●心臓弁膜症
●心不全
●心筋炎
●高血圧症
●低血圧症
●動脈硬化症

循環器
の病気

A6 C2

甲
の】
群
C
【の
」
表
覧一
状
症・
気
病
「記
上

欄

状
症・
気
病
の
載
記
欄
乙
び
よ
お

●胃や腸の
　がん
●食道がん
●胃や腸の

かいよう
　または
　ポリープ
●腹膜炎

C4
胃腸

●胃腸の
　がん
●食道がん
●慢性胃腸炎
●腸閉塞
●腸管癒着症
●慢性
　虫垂炎
●腹膜炎
●胃腸の
　ポリープ
●胃腸の
　かいよう
●幽門狭窄
●食道狭窄

C6
胃腸管関係

の病気

F2

甲
の】
群
F
【の
」
表
覧一
状
症・
気
病
「記
上

欄

状
症・
気
病
の
載
記
欄
乙
び
よ
お

●慢性腎炎
●急性腎炎
●ネフローゼ
●腎臓の
　がん
●腎不全
●腎う炎
●腎臓・
　膀胱・
　尿路など
　の結石

腎臓・
泌尿器

F4

●腎臓・
　泌尿器の
　がん
●腎不全
●尿毒症
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●腎炎
●腎う炎
●膀胱炎
●腎臓・
　膀胱・
　尿路の
　結石

F6
腎臓、泌尿器

の病気

H2

甲
の】
群
H
【の
」
表
覧一
状
症・
気
病
「記
上

欄

状
症・
気
病
の
載
記
欄
乙
び
よ
お

●子宮がん
●子宮筋腫

婦人病

H4 M2

甲
の】
群
E
【、】
群
D
【の
」
表
覧一
状
症・
気
病
「記
上

欄

の
載
記
欄
乙
び
よ
お

状
症・
気
病

●肝臓・
　胆のう・
　すい臓の
　がん
●肝硬変
●胆石
●肝炎
●肝肥大
●胆のう炎
●すい臓炎

M4
肝臓・胆のう・

すい臓

●肝臓・
　胆のう・
　すい臓の
　がん
●肝硬変
●肝炎
●肝肥大
●黄だん
●胆のう炎
●胆石
●すい臓炎

Ｍ6
肝臓、胆のう、
すい臓の病気

X2

甲
の】
群
B
【の
」
表
覧一
状
症・
気
病
「記
上

欄

状
症・
気
病
の
載
記
欄
乙
び
よ
お

●結核
●肺がん
●ぜんそく
●肋膜炎
●慢性
　気管支炎
●肺気腫

肺・気管支

X4

●肺がん
●ぜんそく
●結核
●肋膜炎
●肺気腫
●慢性
　気管支炎
●気管支
　拡張症
●肺化膿症
●肺炎

X6
呼吸器
の病気

0

33 34



その他重要なお知らせ

■税法上の取扱い
・ 保険料は、控除限度額以内で介護医療保険料控除の対象となり

ます。
・ 所得補償保険金は非課税です。
※税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合が

あります。

■補償対象期間
就業障害が続いた場合、免責期間終了後（91日目）から、満 60 歳
に達した日を限度として保険金が支払われます。ただし、加入日（継
続加入の場合は更新日）現在満 55 歳以上の方は 91日目から3 年、
所定の精神障害による就業障害の場合は24ヵ月が限度となります。
また、一度就業障害が終了した後、6 ヵ月以内に同一の原因により再
度就業障害となったとき、後の就業障害は前の就業障害と同一とみ
なして保険金をお支払いします。

■重大事由による解除について
保険金を取得する目的で就業障害を故意に起こした場合や、保
険金の請求について詐欺を行った場合、または暴力団関係者、
その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険
会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする
重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者（保険の対
象となる方）に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いで
きないことがありますのでご注意ください。

■保険金のご請求について
就業障害が開始したときは、就業障害の開始の日からその日を含
めて30日以内に団体窓口または明治安田損害保険（株）へお知ら
せください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全
額お支払いできないことがあります。

■保険金のお支払いに関して
・ 保険金のお支払いは、保険期間中に発生した身体障害を原因

とし、かつ保険期間中に就業障害が開始したときに限ります。
・ 保険期間開始時より前に被った身体障害による就業障害はお

支払いの対象となりません（注）。
  ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて1年
以上経過してからの就業障害につきましては保険金をお支払い
いたします。

 （注）したがって、保険期間開始時より前に被った身体障害につ
いて、正しく告知して契約した場合であっても、保険金支払
の対象外となる場合があります。

・ 退職される場合は、団体窓口にお申し出のうえ脱退手続きをし
てください。脱退後に開始した就業障害は、お支払いの対象とな
りません。

・ 保険金は身体の障害によって、所定の就業障害が継続している
期間を対象として算出いたします。

  休職期間すべてを対象とするお支払いはできないこともあります。
・ 保険金受取人は被保険者本人になります。

■継続加入の取扱いについて
いったん健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資
格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金月額（コース）以下
で継続加入できます。
なお、更新の際に、保険金月額（コース）等の変更の申し出がない
場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、保険
料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。

■代理請求制度について
ご加入者（被保険者）に保険金を請求できない事情がある場合
で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれか
が、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者（法律上の配偶者

に限ります。）
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求で

きない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする
3親等内の親族

③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方
に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶
者（法律上の配偶者に限ります。）または上記②以外の3親等
内の親族

※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制
度についてお伝えください。

■配当金・解約返れい金
この制度には、配当金および解約返れい金はありません。

■保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いい
たしません。
・ 故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
・ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
・ 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により

被った身体障害による就業障害
・ 妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
・ 戦争、暴動（テロ行為を除く）などによって被った身体障害によ

る就業障害
・ 頸部（けいぶ）症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛等で医

学的他覚所見（検査等によって認められる異常所見）のないものに
よる就業障害

・ 自動車もしくは原動機付自転車の無資格運転または法令に定
める酒気帯び運転による傷害による就業障害

・ 精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の
精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害

 （一部お支払いの対象となるものがあります。詳細は下記をご確
認ください。）　

・ 脱退後に開始した就業障害　など 
 なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、保険金
のお支払いができないことがあります。
この制度には精神障害補償特約がセットされているので、以下の精神障
害を被り、これを原因として生じた就業障害については補償の対象とな
ります。ただし、この特約による保険金の支払いは、補償対象期間にかか
わらず、免責期間の終了日の翌日から起算して24ヵ月を限度とします。

■お支払いする保険金
補償対象期間中の就業障害である期間1ヵ月について、「保険金月
額」×「所得喪失率」をお支払いします。ただし、保険金月額が、就業
障害開始日の属する月の直前12 ヵ月の平均月間所得額を超える場
合は、「平均月間所得額」×「所得喪失率」のお支払いとなります＊。
また、補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日
数が生じた場合は、1ヵ月＝30日とした日割計算でお支払いします。
なお、所得喪失率は、

で算出されます。
初年度加入の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、
次のいずれか低い額を保険金の額とします。
①被保険者が身体障害を被った時の保険金のお支払条件により

算出された保険金の額
②被保険者が就業障害になった時の保険金のお支払条件により

算出された保険金の額
＊他の保険契約または共済契約から、保険金または共済金が支

払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。既
に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複す
ることがありますのでご注意ください。

免責期間が開始する直前の、
上記期間に対応する各月における所得の額

免責期間終了後に業務に復帰して
得られた各月の所得の額

1  －

「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統
計分類提要ⅠCD-10（2003年版）準拠」に定められた分類項目
中の以下の分類番号に該当する精神障害
F04～F09、F20～F51、F53、F59～F63、F68～F69、F84～
F89、F91～F92、F95
例）統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情

障害（躁うつ病）、強迫性障害（強迫神経症）、摂食障害、非
器質性睡眠障害、行為障害、チック障害　など

　　（2018年7月承認）A18-101142

本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】

本保険契約に関する個人情報は、トッパングループがこの保険の事務手続きのために使用することがあります。また各引受保険会社が保険引受の審査、本保険契
約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することが
あります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲介人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社
団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情
報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第53条の10）により、利用目的が限定されています。詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）
のホームページ（http://www.aioinissaydowa.co.jp/）および各引受保険会社のホームページをご覧ください。

前年どおりの加入者は加入申込票の提出は不要です。その場合、個人情報の取扱いについて同意したものとみなします。

トッパングループと引受保険会社からのお知らせ【個人情報の取扱いについて】

この保険契約は下記の各引受保険会社による共同保険であり、各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事
保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行し保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。

【取扱代理店】株式会社トッパン保険サービス　営業部
〒110-0016　東京都台東区台東1-5-1　TEL 03-3835-6741　FAX 03-3834-3289
E-Mail  hoken.service@toppan.co.jp

【引受保険会社】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（57％）【幹事】
　　　　　　　　（取扱所課）東京企業営業第七部　営業第二課

〒103-8250　東京都中央区日本橋3-5-19　TEL03-6748-7882
三井住友海上火災保険株式会社（43％）
※実際に引受を行う保険会社、およびその分担割合は変更になる可能性があります。これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店、
　または引受保険会社にお問合わせください。

取扱代理店と引受保険会社
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契約概要・注意喚起情報【損害保険】
天災補償特約付精神障害補償特約付 団体長期障害所得補償保険

商品の仕組み
凸版印刷（株）とその子会社・関連会社の従業員の方を被保険者とし、凸版印刷（株）を保険契約者として運営す
る保険商品です。

契約概要【ご契約内容】

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

1

2

3

1

2

4

5

加入資格・保険期間・補償内容・保険料・保険金のお支払い（支払事由）

満期返れい金・配当金

脱退による返れい金

お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、ご加入のお申込みの撤回（クーリング・オフ）の適用がありません。

告知義務・通知義務等
■お申込時にご注意いただきたいこと（申込書兼告知書記載上の注意事項）
健康状態について
お申込時においては事実を正確に告知する義務（告知義務）があります。その告知した内容が事実と違ってい
る場合には、ご契約のその被保険者（保険の対象となる方）に対する部分を解除し、保険金をお支払いできない
ことがあります。特に、健康状態については十分ご注意ください。

この保険には、満期返れい金・配当金はありません。

この保険には、脱退による返れい金はありません。

引受損害保険会社（幹事会社）
明治安田損害保険株式会社
本社：東京都千代田区神田司町2－11－1　電話番号：03－3257－3177（営業推進部）

本パンフレットの該当ページをご覧ください。

商品名

団体長期障害所得補償保険

加入資格

P10

保険期間

表紙・P10

補償内容・保険料

P9、10

支払事由

P36

ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約
概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載して
いますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本
パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】・

【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険
料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。

※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基づき、ご契約ごとに算出し変更することがあります。
※主な免責事由については、本パンフレットの【注意喚起情報】　 保険金をお支払いできない主な場合をご覧く

ださい。
4

意向確認［ご加入前のご確認］

＜契約者と引受損害保険会社からのお知らせ＞
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、健康状態等＞（以下、「個人情報」といいます。）を取り扱い、契約者が保険契
約を締結する引受損害保険会社（共同取扱会社を含みます。以下同じ。）へ提出いたします。契約者は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務
手続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、関連会社・提携会社
を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため利用（注）し、また、必要に応じて、契約者、明治安田生命保
険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約
者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。

（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、明治安田損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご参照ください。

「保険会社破綻時等の取扱いについて」
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、
返れい金等は原則として90%まで補償されます。

・このパンフレットは、団体長期障害所得補償保険の概要を説明したものです。保険金のお支払条件、ご契約の手続、告知・通知義務、その他この保険の詳し
い内容は、取扱代理店または当社にご照会ください。

・当社代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行なっています。した
がいまして、当社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。

この制度は損害保険会社と締結した団体長期障害所得補償保険契約に基づき運営します。保険契約の約款については引受損害保険会社
のホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご覧ください。

取扱代理店（お問い合わせ先）　 株式会社トッパン保険サービス　TEL：03-3835-6741
　　　　　　　　　 　　　　　明治安田生命保険相互会社　　  TEL：03-3560-5822

引受損害保険会社 明治安田損害保険株式会社（幹事） 〈取扱代理店 株式会社トッパン保険サービス・明治安田生命保険相互会社〉
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 〈取扱代理店 株式会社トッパン保険サービス〉
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 〈取扱代理店 株式会社トッパン保険サービス〉

告知の大切さに関するご案内
告知の大切さについて、ご確認ください。

● 

● 

●

●

● 
● 

● 
● 

保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の
悪い人が他の人と同じ条件でご契約されますと保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入（増
額）時には重要な事項を正しく申し出ていただく義務（告知義務）があります。
ご加入（増額）の申込みにあたっては、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知
書」に記載された告知内容について、必ずご確認ください。現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等

「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容に該当しない場合は、お申込みいただくことはできません。
現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等に関する告知内容が事実と相違する場合には、保険期間開始時※

からその日を含めて1年以内であれば、ご契約（増額部分）が解除されることがあります。また、保険期間開始時※か
ら1年を経過していても、保険期間開始時※からその日を含めて1年以内に、保険金の支払事由が生じていた場合
は、ご契約（増額部分）が解除されることがあります。
※継続契約の場合は、初年度契約の保険期間開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて増額した場合は、増額した継続契約の保険

期間開始時をいい、増額部分について同様に取り扱います。
ご契約（増額部分）が解除された場合には、保険金の支払事由が生じていても、保険金をお支払いすることはで
きません。ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」に因果関係がなければ、保険金を
お支払いします。
ご加入後、または保険金のご請求の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
現在ご加入の他のご契約を解約、減額等をすることを前提に、ご加入（増額）のお申込みをされる場合は、あら
たに告知していただきます。
新たなご加入（増額）の責任開始期前の発病などは保険金をお受け取りいただけない場合があります。
告知内容についてご不明な点がある場合や、告知すべき内容を後日思い出された場合には、取扱代理店または
明治安田損害保険（株）営業推進部（03-3257-3177）までご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   明治安田損害保険株式会社
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ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

・保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）・保険金額（ご契約金額）・保険期間（保険のご契約期間）・保険料・保険料払込方法

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加
入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ

1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事
項です。必ず被保険者（補償の対象者）ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
（注）告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいず

れかの方がお答えください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された
場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
・取扱代理店には告知受領権があり、取扱代理店に対して告知いただい
た事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
・取扱代理店への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたこ
とになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」
へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。

4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受につい
て次の取扱いとさせていただきます。

5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明（注意喚起情報）をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合
と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の
健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険
金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知
をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。

6.保険期間の開始前の発病等の取扱い

7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員ま
たは引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を
確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏
れ・誤りに気づかれた場合は取扱代理店または引受保険会社までご連絡く
ださい。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によって
は訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。

・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか？
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
＊ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日か
ら算出したものを年令として取り扱うことがあります。
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？
・加入申込票の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご記入いただいていますか？
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？
＊ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があり
ます。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しな
い場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

1.

加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

2.

団体総合生活補償保険（MS&AD型）健康状況告知書ご記入のご案内（必ずお読みください）
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。

〈継続加入の場合で、保険責任を加重（＊）することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。〉

次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合　・既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更　など）
・既にご加入されているがご継続されない場合

3.

皆さまがご確認ください。1
◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの
場合のみ」ご確認ください。
被保険者（補償の対象となる方）の範囲はご希望ど
おりとなっていますか？
◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申
込みの場合のみ」ご確認ください。
被保険者（補償の対象となる方）の健康状況を「健康
状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただい
ていますか？

以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。2

（＊）保険金額の増額、支払限度日数の延長等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。

4

5

6

7

8

保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保
険金をお支払いできません。
■上記を含め保険金をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。
団体長期障害所得補償保険　（Ｐ３6）

補償の重複
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約（他の保険契約にセットされる特約や、当社以外の保険
契約・特約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保
険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、お申
込みください。

保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約
者保護機構」の補償対象となります。

事故が起こった場合等のご連絡先
就業障害が開始した場合には、遅滞なく団体窓口または引受損害保険会社にご連絡ください。

ご照会・ご相談窓口

【補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約】

今回ご加入いただく補償項目

団体長期障害所得補償保険

制度内容等に関するご照会・ご相談は、「パンフレット」記載の団体窓口へお問い合わせください。

制度内容等に関する照会・相談窓口

保険に関する相談・苦情等は、下記にご連絡ください。
明治安田損害保険株式会社　お客さま相談室
0120－255－400
［フリーダイヤル（無料）］
【受付時間】午前9時～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）

引受損害保険会社の相談・苦情窓口

引受損害保険会社は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
である一般社団法人日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結しています。引受損
害保険会社との間で問題を解決できない場
合には、一般社団法人日本損害保険協会に
解決の申立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
0570－022808［ナビダイヤル（有料）］
【受付時間】午前9時15分～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームペー
ジをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/）

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター（指定紛争解決機関）

補償の重複が生じる他の保険契約・特約の例

所得補償保険
団体長期障害所得補償保険

3 責任開始期
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午前0時に始まります。

疾病補償特約

ガン診断保険金補償特約

三大疾病診断保険金補償特約

先進医療費用保険金補償特約

特約の名称 取扱い
次のいずれかとなります。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いし
ない条件でご加入をお引受します。この場合でも、
特定の疾病・症状群に該当しないものは、「6．保険
期間の開始前の発病等の取扱い」が適用されます。
②ご加入はお引受できません。

疾病補償特約 先進医療費用保険金補償特約 ガン診断保険金補償特約 三大疾病診断保険金補償特約特約の名称

取扱い

継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。

◎特約によっては、新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病等時点の保険契約の
条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。

疾病補償特約

先進医療費用
保険金
補償特約

特約の名称 取扱い

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より前に発病した病気（＊２）
については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知
に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始さ
れた日（＊３）からご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるとき
は保険金をお支払いすることがあります。
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より前に被ったケガまたは
発病した病気（＊２）については保険金をお支払いしません。このお取扱い
は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注
意ください。
なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病
気を発病した時が、先進医療を開始された日からご加入の継続する期間
を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。

（＊1）

（＊2）

（＊3）

同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入
してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。
その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の
診断（人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。）によります。
疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射
線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療
の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
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トッパングループ社員、パート・アルバイト、退職者ならびにご家族の皆さまへ

Aさんの同居の子供（中学生）が、自転車走行中に高齢者（自営業者）と接触、
相手が転倒して、大腿骨を骨折させてしまいました。

オプション補償「個人賠償責任」は、示談交渉サービスが付いているので、相手方との交渉を、安心して任せられます。

入院だけでなく入院中に受けた手術は、傷害入院保険金日額の１０倍が支払われます。
またリハビリのための通院も補償されて、安心して治療に専念することができます。

事
故
発
生

相手と直接示談交渉で
精神的につらい日々を
過ごす。

トッパンQQ隊 ケガ補償
に「個人賠償」をセット
して加入していたことを
思い出す。

その後、交渉の
すべてを保険会社に
任せ、精神的にも
楽になった。

相手に支払う費用と
弁護士費用を
保険金ですべて
カバーできた。

<Bさんの場合>
Ｂさんは急いで階段を降りようとしたところ、転倒し右足靭帯を損傷、１０日間入院し、
入院中に手術を受け、退院後１０日間通院をした。

傷
害
入
院

入院中に
手術を受けることに
なった。

その後退院し、
リハビリのため、
通院した。

入院費用だけでなく、
手術費用も保険金で
カバーできた。

通院費用も
保険金で
カバーできた。

・後遺障害： 8,400,000円
・弁護士費用： 500,000円
・慰謝料： 2,900,000円
・休業損害： 3,200,000円
・治療費： 2,500,000円

スタンダードプランＰ２に加入
（入院１０日、退院後通院１０日）の場合例

オプション補償
「個人賠償責任」に加入の場合例

合計お支払額 17,500,000円

※なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合等は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し
引いて保険金をお支払いすることがあります。ご注意ください。

※日本国内において発生した事故に限ります。

ここがポイント！ここがポイント！
入院と通院の補償はもちろん、
入院中の手術も補償されます。

ここがポイント！ここがポイント！
今、増えている 
自転車事故。 

ご自分のケガはもちろん、 
他人にケガを負わせたり、 
相手の車を傷つけるなど 
賠償請求された場合も

補償されます。

ケース2

<Aさんの場合>

ケース1

お支払例

A18-100862　使用期限2019年11月1日

傷害入院保険金　6,000円×10日間＝  60,000円
傷害手術保険金　6,000円× 10倍 ＝  60,000円
傷害通院保険金　4,000円×10日間＝  40,000円

合計お支払額 160,000円

申込締切日

［ 取扱代理店 ］ 

暮らしをやさしく守る！

トッパングループ保険の
ご案内

ー＜トッパングループQQ隊＞ー

株式会社トッパン保険サービス
〒110－0016 東京都台東区台東1丁目5番1号（東館5F）
ＴＥＬ：03-3835-6741　ＦＡＸ：03-3834-3289
フリーダイヤル：0120-106-099

2018年9月27日（木）
①社員：2019年1月給与より毎月給与控除
②パート・アルバイト、退職者：2019年1月より毎月23日本人口座から引き落とし

ケガの保険・病気の保険 所得補償保険
2018年11月1日　午後4時～2019年11月1日　午後4時（1年間）

天災補償特約付精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険
2018年11月1日　午前0時～2019年10月31日　午後12時の1年間

各総務部（退職者は取扱代理店株式会社トッパン保険サービスへ）

凸版印刷株式会社

保険料控除

加入申込票提出先

保険期間

保険契約者

最大割引

36%

トッパン保険サービス 検索


